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１．子育てを巡る状況～少子化の要因～
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資料：厚生労働省「人口動態統計」、総務省「人口推計」

注１：出生数及び死亡数については、日本における日本人の数値
注２：総人口については、日本における外国人を含む。
注３：総人口の増減は、自然増減（出生数及び死亡数）のほか、社会増

減（国内外の流入・流出）等を含む。
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合計特殊出生率
第1次ベビーブーム
（昭和22～24年）
最高の出生数

2,696,638人

昭和41年
ひのえうま
1,360,974人

第2次ベビーブーム
（昭和46～49年）

2,091,983人

1.57（平成元年）
1,246,802人

4.32

1.58

2.14

1.57
1.26

1.43

平成17年
最低の合計
特殊出生率

少子化の進行と人口減少社会の到来

○ 平成29年の出生数は94万6,060人で、過去最少であった。合計特殊出生率は平成17年に1.26を底として、やや持ち直
しの傾向が見られる。

○ 平成17年には死亡数が出生数を上回り、我が国の人口は減少局面に入った。

平成29年
最低の出生数

946,060人
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65歳以上 高齢化率

1億2,710 万人
1億1,913万人

9,284万人

5,343万人

3,387万人
3,716万人

3,540万人

2,052万人

2,741万人

4,793万人

6,875万人
7,728万人

951万人1,321万人1,595万人

今後の我が国の人口構造の急速な変化
～日本の将来推計人口（平成29年4月推計）～

○ 我が国の合計特殊出生率は、2005年に1.26と過去最低を更新。人口減少が始まった。

○ 平成29年4月人口推計（中位）によれば、2060年に産まれる子ども数は現在の約６割、高齢化率は現在の約
１．４３倍（38.1%）、生産年齢人口（15～64歳）も現在の約６割近くに急激に減少する。

550万人

死
亡
数

156.2万人129.0万人 160.3万人

33.7万人
58.3万人
（1.44）

81.8万人
（1.43）

100.6万人
（1.45）

95.6万人

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年4月推計）」（出生中位、死亡中位の場合） 3
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出 生 率 低 下 の 要 因

○年齢別未婚率の推移

○ 出生率低下の人口学的な要因は、「晩婚化の進行」と「夫婦出生児数の減少」。

○ 未婚率は男女とも依然上昇傾向にあり、晩婚化の進行は継続。

○ 結婚した夫婦からの出生児数が1990年代以降減少傾向。1960年代生まれ以降の世代では、これまでのように最終的な
夫婦出生児数が2人に達しない可能性も。

○夫婦出生児数の推移（妻の年齢別）

資料：国立社会保障・人口問題研究所「出産力調査」・「出生動向基本調査」
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国民の結婚や出産に対する希望
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」（調査対象は18～34歳の未婚者）

○「生涯の結婚意思」について ○「いずれ結婚するつもり」の未婚男女の
希望子ども数

独身男女の約9割は結婚意思を持っており、希望子ども数も男女とも2人以上。
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6

○将来推計人口（平成24年中位推計）において想定されている日本の将来像と、実際の国民の希望と
は大きく乖離。

○この乖離を生み出している要因としては、雇用の安定性や継続性、仕事と生活の調和の度合い、育
児不安などが指摘されており、出産・子育てと働き方をめぐる問題に起因するところが大きい。

将来人口推計における2060年の姿
（平成24年推計）

夫婦の出生児数1.74人生涯未婚率20.1% ×

合計特殊出生率1.35

現在の実際の国民の希望

9割以上が結婚希望 ×
夫婦の希望子ども数

2人以上

合計特殊出生率1.8

大きな乖離

この乖離を生み出している要因（各種調査や実証研究より）

結婚 ： 経済的基盤、雇用・キャリアの将来の
見通し、安定性

出産 ： 子育てしながら就業継続できる見通し、
仕事と生活の調和の確保度合い

特に第2子以降 ： 夫婦間の家事・育児の分担度合い、育
児不安の度合い

・ 収入が低く、雇用が不安定な男性の未婚率が高い

・ 非正規雇用や育児休業が利用できない職場で働く女性
の未婚率が高い

・ 育児休業が取得できる職場で働く女性の出産確率は高い

・ 長時間労働の家庭の出産確率は低い

・ 男性の家事・育児分担度が高い家庭では、第2子以降
の出産意欲が高く、継続就業割合も高い

・ 育児不安の程度が高い家庭では、第2子以降の出産意
欲が低い

結婚や出産・子育てをめぐる国民の希望と現実との乖離
「社会保障国民会議 最終報告」参考資料より
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資料： 労働政策研究・研修機構「若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状」（2014年）
注：就労形態分類については、「若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状」における 定義（下記）による。

・非典型雇用
パート、アルバイト、労働者派遣事業所の派遣社員、契約社員・嘱託など、正社員以外の呼称で働いている被雇用者

結婚や出産をとりまく状況（１）若年者の非正規雇用の増加
○ 若年者の非正規雇用割合は依然として高く、非正規雇用の給与は正規雇用と比較して低い。
○ 非正規雇用の有配偶率は低く、雇用の不安定が結婚に当たっての「壁」となっている。

正規雇用と非正規雇用の１人当たり平均給与

就労形態別配偶者のいる割合（男性）

資料：国税庁「民間給与実態統計調査」（2018年）

平均給与
うち正規 うち非正規

計 ４２２万円 ４８７万円 １７２万円

男 ５２１万円 ５４０万円 ２２８万円

女 ２８０万円 ３７３万円 １４８万円

若年者の非正規雇用割合の推移
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非正規雇用割合（全年齢計）

資料：総務省統計局：「労働力調査」、「労働力調査特別調査」
（注）1.非正規雇用割合については、2001年度までは「労働力調査特別調査」（2月調査）、2002年以降は「労働力調査（詳細集計）」による。

調査月（2001年までは各年2月、2002年以降は各年の平均の値）が異なることなどから、時系列比較には注意を要する。
2.労働力調査では、2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県において調査実施が一時

困難となった。
ここに掲載した、2011年の〈 〉内の数値は補完的に推計した値（2005年国勢調査基準）である。

3.年齢区分（15～34歳）の数値については、「労働力調査特別調査」及び「労働力調査（詳細集計）」をもとに、厚生労働省において計算
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結婚や出産をとりまく状況（２）女性の就業継続の現状

（資料）国立社会保障・人口問題研究所「第１５回出生動向基本調査
（夫婦調査）」

○子どもの出生年別、第１子出産前後の妻の就業経歴

○ 約５割の女性が出産・育児により離職している。

5.7% 8.1% 11.2% 15.3% 19.4%
28.3%18.4% 16.3% 13.0%

12.2% 9.5%

10.0%

37.3% 37.7% 39.3%
40.3% 42.9%

33.9%

35.5% 34.6% 32.8% 28.4% 24.0% 23.6%

3.1% 3.4% 3.8% 3.8% 4.1% 4.2%
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90%
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1985-89 1990-94 1995-99 2000-04 2005-09 2010-14

子どもの出生年
就業継続（育休利用） 就業継続（育休なし）
出産退職 妊娠前から無職
その他・不詳

54.1% 38.2% 4.6%
2.8%

（資料）厚生労働省「第1回21世紀出生児縦断調査結果」（平成22年）

出産
1年前

出産1年前の
有職者の出産
半年後の状況

20.7% 51.6% 23.5%
3.7%無職 勤め（常勤） 勤め

（パート・アルバイト）

有職 78.8%

有職 45.7%無職 54.1%

出産
1年前

出産1年前の
有職者の出産
半年後の状況

平成１３年出生児

平成２２年出生児

67.4% 23.9%
4.5%

3.7%

25.6% 47.2% 22.5%
3.8%無職 勤め（常勤）

勤め
（パート・アルバイト）

有職 7３.５%

有職 ３２.２%無職 ６７.４%

自営
業等

○第１子出産前後の女性の就業状況の変化

自営
業等

出産前
有職
72.2
(100)％

出産後

継続就業率
38.3

(53.1)％
(※)
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資料出所：日本 総務省「労働力調査」（平成28年）
その他 （独）労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2018」

注）アメリカ、イギリス、イタリアの「15～19」は「16～19」のデータ、スウェーデンの「65～」
は「65～74」のデータである。
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（女性就業率（25～54歳）（％））

各国の合計特殊出生率と女性就業率（２０１３年）

（資料出所）OECD Family database
注）カナダは2011年のデータである。

（合計特殊出生率）

就業率（２０１６年）の国際比較

（歳）

○ 日本の女性の就業率は、先進国に比べるとM字カーブの傾向が顕著である。
○ 女性の社会進出が進んでいる国ほど、合計特殊出生率も高い傾向にある。

諸外国の女性の就業率（日本のM字カーブ）と合計特殊出生率
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第一子出産前後の妻の継続就業率の状況
〇 正規社員は育児休業による継続就業が進んでいるものの、パート・派遣は低水準にとどまる

【育児休業を利用して就業継続している割合】

正規職員 ： 59％

パート・派遣： 10.6％

＜パート・派遣＞＜正規職員＞（％）
（％）

継続就業率は横ばい

産休のみで復帰

育休を利用して復帰

約６倍の差がある

資料出所 国立社会保障・人口問題研究所「第１５回出生動向基本調査（夫婦調査）」（2016年）
（注） １）初婚どうしの夫婦について、第１２回（2002年）～第１５回（2016年）調査の第１子が１歳以上１５歳未満の夫婦を合わせて集計。

２）妊娠時に就業していた妻に占める出産後に就業を継続していた妻の割合。
３）出産前後の就業経歴

就業継続（育休利用）－妊娠判明時就業～育児休業取得～子ども１歳時就業
就業継続（育休なし）－妊娠判明時就業～育児休業取得なし～子ども１歳時就業
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女性の就業率と保育所等利用率の関係
○ 女性の就業率の上昇は、保育の受け皿拡大が支えている。

女性の就業率（25～44歳）と保育所等利用率の推移 女性の就業率(25～44歳)と保育所等利用率（全体）の相関

11
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(年)

保育所等利用率（全体） 保育所等利用率（1・2歳児）
女性の就業率（25歳～44歳）

平成29年度 45.7%
2人に１人

4人に１人

3人に１人

5人に１人

出典：総務省「労働力調査」等を基に厚生労働省保育課で作成



結婚や出産をとりまく状況（３）子育て世代の男性の長時間労働

資料:総務省「労働力調査」（平成2９年）

○ 我が国の男性の家事・育児に費やす時間は世界的にみても最低の水準。
○ 子育て期にある30歳代男性の約6人に1人は週60時間以上就業。父親の育児参加を妨げている「働き方の改革」が急務となっ

ている。

（歳）

31.3%

11.8% 9.6% 8.6%

60.7%

75.3% 75.6% 74.8%

7.1% 12.2% 13.9% 15.8%

20～24 25～29 30～34 35～39

2017年

60時間以上

35 - 59時間

35時間未満

1:23

3:10

2:46

2:30

3:00

3:21

3:12

0:49

1:20

1:00

0:40

0:59

1:07

1:13

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00

日 本

アメリカ

イギリス

フランス

ドイツ

スウェーデン

ノルウェー

家事関連時間全体 うち育児

資料:Eurostat “How Europeans Spend Their Time Everyday Life of Women and 
Men”（2004）、Bureau of Labor Statistics of the U.S. ”America Time-Use 
Survey Summary”（2011）、総務省「社会生活基本調査」（平成23年）

男性就業者（非農林業）の1週間の就業時間 6歳未満児をもつ男性の家事・育児時間
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夫の休日の家事育児時間と第２子以降の出生状況

○夫の休日の家事･育児時間が長いほど、第２子以降の出生割合が高い。

資料出所：厚生労働省「第13回21世紀成年者縦断調査」（2014）

84.5

74.7

56.7

33.0

9.8

出生あり 59.1

15.5

25.3

43.3

67.0

90.2

出生なし 40.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6時間以上

4時間以上6時間未満

2時間以上4時間未満

2時間未満

家事・育児時間なし

総数

注：1)集計対象は、①または②に該当し、かつ③に該当する同居夫婦である。ただし、妻の「出生前データ」が得られていない夫婦は除く。
①第１回調査から第13回調査まで双方から回答を得られている夫婦
②第１回調査時に独身で第12回調査までの間に結婚し、結婚後第13回調査まで双方から回答を得られている夫婦
③出生前調査時に子ども１人以上ありの夫婦

2)家事・育児時間は、「出生あり」は出生前調査時の、「出生なし」は第12回調査時の状況である。
3)12年間で２人以上出生ありの場合は、末子について計上している。
4)総数には、家事・育児時間不詳を含む。
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資料：財団法人こども未来財団「子育て中の親の外出等に関する
アンケート調査」（2011年）

8.0%

9.5%

7.2%

28.3%

24.3%

19.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

非常にそう思う

まあそう思う

社会全体が妊娠や
子育てに無関心・冷

たい

社会から隔絶され、
自分が孤立している

ように感じる

不安や悩みを打ち明
けたり、相談する相

手がいない

妊娠中又は3歳未満の子どもを育てている
母親の周囲や世間の人々に対する意識

資料:㈱UFＪ総合研究所「子育て支援策等に関する調査研究」
（厚生労働省委託）（2003年）
三菱UFJリサーチ&コンサルティング「子育て支援策等に関する
調査2014」（2014年）

地域の中での子どもを通じたつきあい

子育ての悩みを
相談できる人が

いる

子どもを預けられ
る人がいる

子どもをしかって
くれる人がいる

○ 地域のつながりが希薄化するとともに、長時間労働等により父親の育児参加が十分に得られない中、子育て
が孤立化し、負担感が大きくなっている。

○ 保育サービス等の就労を支えるサービスだけでなく、就労の有無にかかわらず、すべての子育て家庭を支え
る取組が必要。

結婚や出産をとりまく状況（４）子育ての孤立化と負担感の増加

73.8%

57.1%

46.6%

43.8%

27.8%

20.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

2003年

2014年

14



２．子ども・子育て支援新制度における放課
後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）
の位置付け等について
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※「学校教育」とは、学校教育法に位置づけられる小学校就学前の子どもを対象とする教育（幼児期の学校教育）を言い、「保育」とは児童福祉法に位置づけられる乳幼児を対象とした保育を言う。以下同じ。

○急速な少子化の進行 （平成27年合計特殊出生率 1.45）

○結婚・出産・子育ての希望がかなわない現状

・独身男女の約９割が結婚意思を持っており、

希望子ども数も２人以上。

・家族、地域、雇用など子ども・子育てを

取り巻く環境が変化。

○子ども・子育て支援が質・量ともに不足

・家族関係社会支出の対ＧＤＰ比の低さ

日本：1.36%、仏：2.85％、英：3.78％、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ：3.46％（2011年）

○子育ての孤立感と負担感の増加

○深刻な待機児童問題

○放課後児童クラブの不足「小1の壁」

○Ｍ字カーブ（３０歳代で低い女性の労働力率）

○質の高い幼児期の学校教育の振興の重要性

○子育て支援の制度・財源の縦割り

○地域の実情に応じた提供対策が不十分

質の高い幼児期の学校教育、
保育の総合的な提供

保育の量的拡大・確保、

教育・保育の質的改善

・待機児童の解消

・地域の保育を支援

・教育・保育の質的改善

地域の実情に応じた子ども・
子育て支援の充実

子育てをめぐる現状と課題
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新制度は、
・待機児童の解消、小１の壁の打破
・子育て不安の解消！
など、子どもや子育てを巡る諸課題を解決し、少子化の進行を食い止め、子
どもを産み育てやすい社会の実現を目指す。

消費税率１０％への引き上げにより確保する０．７兆円程度を含め、追加の
恒久財源を確保し、
子育て支援の質、量の両面にわたる拡充を図る。

新制度の取組は、市町村が中心となって進める。
（地域の子育て支援ニーズを把握し、「市町村子ども・子育て支援事業計
画」を作成し、計画的に整備）

子ども・子育て支援新制度のポイント
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※ 幼保連携型については、認可・指導監督の一本化、
学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを与える等、制度改善を実施

保育所
０～５歳

認定こども園 ０～５歳

幼稚園型 保育所型 地方裁量型

小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育

認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育など
共通の財政支援

施設型給付

地域型保育給付

※私立保育所については、児童福祉法第24条により市町村が保育の実
施義務を担うことに基づく措置として、委託費を支弁

幼保連携型

幼稚園
３～５歳

18

子ども・子育て支援新制度の概要

・利用者支援事業（新規）
・地域子育て支援拠点事業
・一時預かり
・乳児家庭全戸訪問事業
・養育支援訪問事業等
・子育て短期支援事業

・ファミリー・サポート・センター
事業

・延長保育事業
・病児保育事業
・放課後児童クラブ

・妊婦健診

・実費徴収補足給付事業（新
規）

・多様な主体参入促進事業
（新規）

地域の実情に応じた
子育て支援

地域子ども・子育て支援事業

子ども・子育て支援新制度の全体像



市町村は、地域の実情に応じ、市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業を実

施する。

新制度のポイント：地域子ども・子育て支援事業の充実

利用者支援事業
子育て家庭や妊産婦に対し
て、教育、保育、保健その
他の子育て支援に関する相
談や情報提供、助言等を行
い、関係機関との連絡調
整、連携の体制づくり等を
実施

地域子育て支援拠点
事業
地域の身近なところ
で子どもや保護者が
相互交流を行う場所
を開設し、子育てに
ついての相談、情報
提供、助言等を実施

一時預かり
急な用事や短期のパートタイ
ム就労など、子育て家庭の
様々なニーズに合わせて実施

病児保育
病気や病後の子どもを、保護者
が家庭で保育できない場合に、
病院・保育所などに付設された
スペースで実施

する連絡、調整

ファミリー・サポート・
センター事業
子育て中の保護者を会員
として、子どもの預かり
等の援助を受けることを
希望する方と、援助を行
うことを希望する方との
相互に助け合う活動に関
する連絡、調整

養育支援訪問事業
養育支援が特に必要な家庭を訪問
し、養育に関する指導・助言等を
行うことにより、家庭の適切な養
育の実施を確保

乳児家庭全戸訪問事業
生後４ヶ月までの乳児のいる
全ての家庭を訪問し、子育て
支援に関する情報提供や養育
環境等を把握

妊婦健診
妊婦の健康保持及び増進を図るため、
妊婦に対する健康診査として、健康状
態の把握、検査計測、保健指導を実施
するともに、妊娠期間中の適時に必要
に応じた医学的検査を実施

放課後児童クラブ
保護者が昼間家庭にいない小学生が、
放課後に小学校の余裕教室、児童館等
で過ごすことができるようにし、その
健全な育成を図る

すべての家庭を対象

主に共働き家庭を対象

延長保育
通常の利用日・利用時間以外の日
や時間において、認定子ども園、
保育所等にて保育を実施

妊娠期から出産後までを支援

子育て短期支援事業
疾病や仕事等により児童の養
育が一時的に困難となった場
合に、児童を児童養護施設等
で一時的に預かり、保護、生
活指導、食事の提供等を実施
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○消費税増税分を活用して、社会全体で子どもの育ち、子育てを支える
（子ども・子育て支援の質・量両面にわたる充実を目指す）

○待機児童を解消する

○幼児教育の機会を保障する

○地域の実情に応じて、認定こども園制度を活用する

○在宅の子育て家庭を含め、支援する
（３歳未満の在宅子育て家庭への支援の重要性）

○地域の実情に応じた子育て支援を展開する

○当事者参画（地方版子ども・子育て会議等の活用）により、
子ども・子育て支援を進める

子ども・子育て支援新制度の意義を改めて確認する
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●支援の量を拡充！
待機児童の解消をはじめ、必要とする全ての家庭が利用できる支援を目指す。
子どもの年齢や親の就労状況に応じた多様な支援を用意。保育や子育て支援の選択肢を増やす。
１人目はもちろん、２人目、３人目も安心して子育てできるように、保育の受け皿を増やす。

●支援の質を向上！
子どもたちがより豊かに育っていける支援を目指す。

0～2歳 ３～５歳

３～５歳0～2歳

仕事や介護などで
子どもをみられな

い日が多い

ふだん家にいて一
緒にすごす日が多

い

●保育所
●認定こども園
●小規模保育
●家庭的保育
など

●保育所
●認定こども園
など

●一時預かり※
●地域子育て
支援拠点※
など

※3歳以上も利用可能です

●幼稚園
●認定こども園
など

※保護者が昼間家庭にいない小学生の通う「放課後児童クラブ」や子どもが病気のときに預けられる
「病児保育」などの支援も増やす。

（例）
幼稚園や保育所、認定こども園・

児童養護施設等の職員配置の改善

幼稚園や保育所、認定こども園・
児童養護施設等の職員の処遇改善 放課後児童クラブの充実

消費税増税分を活用し子育てを社会全体で支える
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子ども・子育て支援の意義のポイント（基本指針）

○ 「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指すとの考え方を基本とする。

○ 障害、疾病、虐待、貧困など社会的な支援の必要性が高い子どもやその家族を含め、全ての子どもや子育
て家庭を対象とし、一人一人の子どもの健やかな育ちを等しく保障することを目指す。

○ 核家族化の進展、地域のつながりの希薄化、共働き家庭の増加、依然として多くの待機児童の存在、児童
虐待の深刻化、兄弟姉妹の数の減少など、子育て家庭や子どもの育ちをめぐる環境が変化。

○ 子ども・子育て支援とは、保護者が子育てについての第一義的責任を有することを前提としつつ、上記の
環境の変化を踏まえ、地域や社会が保護者に寄り添い、子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげること
を通じて、保護者が自己肯定感を持ちながら子どもと向き合える環境を整え、親としての成長を支援し、子
育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるような支援をしていくこと。そうした支援によ
り、より良い親子関係を形成していくことは、子どものより良い育ちを実現することに他ならない。

○ 乳児期における愛着形成を基礎とした情緒の安定や他者への信頼感の醸成、幼児期における他者との関わ
りや基本的な生きる力の獲得など、乳幼児期の重要性や特性を踏まえ、発達に応じた適切な保護者の関わり
や、質の高い教育・保育の安定的な提供を通じ、子どもの健やかな発達を保障することが必要。

○ 子どもや子育て家庭の置かれた状況や地域の実情を踏まえ、幼児期の学校教育・保育、地域における多様
な子ども・子育て支援の量的拡充と質的改善を図ることが必要。その際、妊娠・出産期からの切れ目のない
支援を行っていくことに留意することが重要。

○ 社会のあらゆる分野における全ての構成員が、子ども・子育て支援の重要性に対する関心や理解を深め、
各々が協働し、それぞれの役割を果たすことが必要。
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放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）の制度改正経緯
年度（西暦） 主な動き・内容

昭和５１年（１９７６年） 厚生省が「都市児童健全育成事業」を創設

平成 ２年（１９９０年） １．５７ショック（平成元年の合計特殊出生率が昭和４１年の丙午の年を下回る）

平成 ３年（１９９１年） 「都市児童健全育成事業」のメニュー事業として実施していた「児童育成クラブ」を「放課後児童対策事業」に
組み替え

平成 ６年（１９９４年） 中央児童福祉審議会家庭児童健全育成対策部会が「法的位置付けも含め検討する」旨を意見具申
「エンゼルプラン」（平成７年～１６年）及び「緊急保育対策等５か年事業」（平成７年～１１年）を策定
・放課後児童クラブ ４，５２０カ所→９，０００カ所

平成 ８年（１９９６年） 中央児童福祉審議会基本問題部会が法定化に向けての検討について中間報告

平成 ９年（１９９７年） 中央児童福祉審議会が「放課後児童健全育成事業」の法定化（位置付けの明確化）を答申
児童福祉法の改正により、「放課後児童健全育成事業」を法定化（平成１０年４月１日施行）

平成１１年（１９９９年） 「新エンゼルプラン」を策定（平成１２年～１６年）
・放課後児童クラブ ９，０００カ所→１１，５００カ所

平成１６年（２００４年） 「子ども・子育て応援プラン」を策定（平成１７年～２１年）
・１５，１３３か所→１７，５００か所（全国の小学校区の約４分の３で実施）

平成１９年（２００７年） 「放課後児童クラブガイドライン」（局長通知）を策定

平成２１年（２００９年） 「子ども・子育てビジョン」を策定（平成２２年～２６年）
・８１万人→１１１万人（平成２９年度に４０％（小学１～３年サービス提供割合）に達する潜在需要に対し、

平成２６年度までに３２％のサービス提供割合を目指す）

平成２２年（２０１０年） 子ども・子育て新システム検討会議を設置（少子化社会対策会議決定）

平成２４年（２０１２年） 子ども・子育て関連３法成立

平成２６年（２０１４年） 「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」（省令基準）を策定
市町村が国の省令基準に基づき、設備及び運営に関する条例を制定
「放課後子ども総合プラン」を策定（平成３１年度末までに、約３０万人分を新たに整備）
「少子化社会対策大綱」を閣議決定（目標：２０１９（平成３１）年度末））
・放課後児童クラブ：１２２万人
・放課後児童クラブの利用を希望するが利用できない児童数：解消をめざす

「放課後児童クラブ運営指針」を策定（局長通知）

平成２７年（２０１５年） 子ども・子育て支援新制度施行 23



○クラブ数 ２４，５７３か所

（参考：全国の小学校19,628校）

○支援の単位数 ３０，００３単位（平成27年より調査）

○登録児童数 １，１７１，１６２人

○利用できなかった児童数（待機児童数） １７，１７０人

【事業の内容、目的】

【現状】（平成２９年５月現在）

放課後児童クラブの概要
共働き家庭など留守家庭の小学校に就学している児童に対して、学校の余裕教室や児童館、公民館などで、放課後等に適切
な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る。

（平成９年の児童福祉法改正により法定化〈児童福祉法第６条の３第２項〉：平成10年４月施行）
※平成24年の児童福祉法改正により、対象年齢を「おおむね10歳未満」から「小学校に就学している」児童とした（平成27年４月施行）

【今後の展開】

○「経済財政運営と改革の基本方針2018」（平成30年６月15日
閣議決定）を踏まえ、
女性の就業率の上昇や保育ニーズの高まりを踏まえ、2023年
度末までに放課後児童クラブの約30万人分の更なる受け皿
拡大や育成支援の内容の質の向上などを内容とする新たな
プランを今夏に策定する。

［クラブ数、登録児童数及び利用できなかった児童数の推移］
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新制度施行前 新制度施行後（平成２７年４月～）

対象児童
（児童福祉法

第6条の3第2項）

おおむね１０歳未満の留守家庭の小学生
留守家庭の小学生

設備及び運営
の基準

（法第34条の8の2）

特段の定めなし

国が省令で基準を定め、市町村で条例を制定
［従事する者及び員数…従うべき基準］

［施設、開所日数、時間など…参酌すべき基準］

市町村の関与
（法第34条の8第2項）

開始後１ヶ月以内に事後の届け出など

［届け出先：都道府県］

事業開始前の事前の届け出など

［届け出先：市町村］

市町村の情報収集
（法第21条の11）

子育て支援事業に関し、必要な情報の提供 子育て支援事業に関し、必要な情報の収集及び提供

事業の実施の促進
（法第56条の7第2項）

特段の定めなし
市町村の公有財産（学校の余裕教室など）

の貸付け等による事業の促進

計画等
（子ども・子育て支援法

第61条）

・「市町村行動計画」の策定。

・総合的かつ効果的に次世代育成支援

対策を推進する努力義務

・「市町村子ども・子育て支援事業計画」の策定
・区域ごとの事業量の見込みや提供体制の確保について法律上に規定

・総合的かつ計画的に事業を実施する責務

費用負担割合

事業主拠出金
（国）

都道府県

市町村 1/3

1/3

1/3

事業主拠出金
（国）

都道府県

市町村

1/3

1/3

1/3 質の向上にかかる
費用については、
税制抜本改革によ
る財源確保を前提
（公費）

※質の改善（向上）にかかる費用について、事業主拠出金は充当しない。
（平成２４年３月２日少子化社会対策会議決定）

※放課後児童健全育成事業に従事する者の処遇改善に資するための施策について検討を加え、
所要の措置を講ずる。（子ども・子育て支援法附則第２条第３項）

※子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定財源の確保に努める。
（同法附則第３条）

※幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るためには、１兆円超程度の財源が必要
であり、今回の消費税率の引上げにより確保する０．７兆円程度以外の０．３兆円超につ
いて、速やかに確保の道筋を示す。（参・附帯決議）

※総事業費の1/2程度を保護者負担と整理のうえ
予算計上している。

※保護者の就労だけでなく、保護者の疾病や介護なども該当することを地方自治体をはじめ
関係者に周知する。（衆／参・附帯決議）

放課後児童クラブの主な法改正事項放課後児童クラブの主な法改正事項

保護者負担

保護者負担

※地域子ども・子育て支援事業については、住民のニーズを市町村の事業計画に的確に反映
させるとともに、市町村の事業計画に掲げられた各年度の取組に応じて、住民にとって必要
な量の確保と質の改善を図るための財政支援を行う仕組みとすること。（参・附帯決議）
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３．放課後児童クラブと放課後児童支援員
認定研修について
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１．従事する者【従うべき基準】

○ 資格の水準は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第38条第２項各号のいずれかに該当する者（「児童の遊び
を指導する者」）であって、研修を受講した者とすることが適当。（一定の経過措置等についても検討）

２．員数【従うべき基準】

○ 異年齢の児童を同時かつ継続的に育成・支援する必要や安全面での管理が必要であることなどから、職員は２人以上
配置することとし、うち１人以上は有資格者とすることが適当。

３．児童の集団の規模【参酌すべき基準】

○ 児童の情緒面への配慮や安全性の確保の観点から、児童の集団の規模はおおむね４０人までとすることが適当。
※児童数がおおむね４０人を超えるクラブについては、複数のクラブに分割して運営することや、１つのクラブの中で複数の集団に

分けて対応するよう努めることとし、国としてもおおむね４０人規模のクラブへの移行を支援していくことが必要。

４．施設・設備【参酌すべき基準】

○ 専用室・専用スペースは児童の生活の場としての機能が十分に確保される場所であって、事業の実施時間帯を通じて
専用で利用できる部屋又はスペースと捉え、面積は、「児童１人当たりおおむね１．６５㎡以上」とすることが適当。

５．開所日数・開所時間【参酌すべき基準】

○ 開所日数については、年間２５０日以上を原則とし、地域の実情や保護者の就労状況等を考慮して事業を行う者が定め
ることが適当。

○ 開所時間については、平日につき１日３時間以上、休日につき１日８時間以上を原則とし、地域の実情や保護者の就労
状況等を考慮して事業を行う者が定めるものとすることが適当。

６．その他の基準【参酌すべき基準】

○ 「非常災害対策」、「虐待等の禁止」、「秘密の保持に関すること」、「保護者・小学校等との連携等」、「事故発生時の対応」
等について省令上に定めることが適当。

放課後児童クラブの基準に関する専門委員会報告書の概要（平成25年12月25日）
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７．その他（基準以外の事項）

○ 市町村は、クラブの定員や待機児童の状況等を一元的に把握し、必要に応じ、利用についてのあっせん・調整等を行って
いくことが必要。

○ 利用ニーズの増加に対して、優先順位を付けて対応する場合の考え方としては、「ひとり親家庭の児童」、「虐待やＤＶの
おそれがある場合など社会的養護が必要な児童」、「障害のある児童」、「低学年の児童など発達の観点から配慮が必要と
考えられる児童」などが考えられる。

○ 児童福祉法の改正により対象年齢が明確化されたことを踏まえ、市町村は、利用希望を把握した上で、必要な者が支援
を受けられるよう提供体制の整備を進めていく責務がある。ただし、これは「事業の対象範囲」を示すものであり、個々の
クラブにおいて６年生までの受入れを義務化したものではない。

○ 「放課後児童クラブ」と「放課後子ども教室」は、共に地域における放課後の児童の居場所であり、所管部局間等で放課後
の児童の時間の在り方について共通した認識を持ち、事業のより密接な連携等を推進することが望まれる。

○ 障害のある児童が安心して生活できる環境となるよう、障害のある児童の受入体制の充実、強化を図っていくことが
必要。

○ 放課後児童クラブの基準により、質の改善を図るためには適切な財源の確保が必要。
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放課後児童クラブの設備運営基準について放課後児童クラブの設備運営基準について

○ 放課後児童クラブの質を確保する観点から、子ども・子育て関連３法による児童福祉法の改正により、放課後児童クラブの
設備及び運営について、省令で定める基準を踏まえ、市町村が条例で基準を定めることとなった

○ このため、「社会保障審議会児童部会放課後児童クラブの基準に関する専門委員会」における議論を踏まえ、平成26年４
月に「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」（平成26年厚生労働省令第63号）を策定・公布した

＜主な基準＞

○ 専用区画（遊び・生活の場としての機能、静養するための
機能を備えた部屋又はスペース）等を設置

○ 専用区画の面積は、児童１人につきおおむね1.65㎡以上

○ 放課後児童支援員（※１）を、支援の単位ごとに２人以上配
置（うち１人を除き、補助員の代替可）

※１ 保育士、社会福祉士等（「児童の遊びを指導する者」の資格を基
本）であって、都道府県知事が行う研修を修了した者（※２）

※２ 平成32年３月31日までの間は、都道府県知事が行う研修を修了し
た者に、修了することを予定している者を含む ○ 土、日、長期休業期間等（小学校の授業の休業日）

→ 原則１日につき８時間以上

○ 平日（小学校授業の休業日以外の日）
→ 原則１日につき３時間以上

※ その地方における保護者の労働時間、授業の終了時刻等を考慮して
事業を行う者が定める

○ 原則１年につき250日以上

※ その地方における保護者の就労日数、授業の休業日等を考慮して、
事業を行う者が定める

○ 一の支援の単位を構成する児童の数（集団の規模）は、
おおむね40人以下

○ 支援は、留守家庭児童につき、家庭、地域等との連携の
下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよ
う、児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活
習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図るこ
とを目的として行わなければならない

○ 非常災害対策、児童を平等に取り扱う原則、虐待等の禁止、衛生管理等、運営規程、帳簿の整備、秘密保持等、苦情への対応、
保護者との連絡、関係機関との連携、事故発生時の対応 など

その他（参酌すべき基準）

※職員のみ従うべき基準（他の事項は参酌すべき基準）

支援の目的（参酌すべき基準）（第５条）

職員（従うべき基準）（第１０条）

開所日数（参酌すべき基準）（第１８条）

開所時間（参酌すべき基準）（第１８条）

児童の集団の規模（参酌すべき基準）（第１０条）

設備（参酌すべき基準）（第９条）
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３．提案についての対応
○ 提案内容を踏まえ、児童の生活及び遊びの場を提供する上で、優秀な人材を広く放課後児童支援員として登用する。
→ 基準省令を改正し、以下の者を新たに放課後児童支援員認定資格研修を受講できる者とし、放課後児童支援員になることが
できる途を開く。

※ 改正後の基準省令は、2018（平成30）年４月１日施行。

放課後児童支援員の基礎資格の拡大について

１．現行制度について
○ 児童福祉法第34条の８の２の規定に基づき、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の設備及び運営に関して、
事業に従事する者及びその員数については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（基準省令）に従い条
例を定めることとされている。

○ 基準省令において、事業者は、事業の支援単位ごとに、放課後児童支援員を２名以上置くこととされており、放課後児童支援
員は、基準省令第10条第３項各号に定める基礎資格を有している者であって、都道府県知事が行う研修を修了したものでなけ
ればならないと規定している。

○ 現在、高等学校を卒業していない者については、放課後児童支援員となるための研修を受講する基礎資格がなく、放課後児
童支援員になれない。

２．提案内容・背景
○ 放課後児童クラブで働く方の中には、中卒であり放課後児童支援員にはなれないが、経験豊富で評価の高い方も多く、中卒者
にも基礎資格を拡大すべきである。（豊川市、半田市、出雲市からの提案）

５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの
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○福岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例
平成26年9月18日

条例第61号
(趣旨)

第1条 この条例は，児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき，放課後児童健全育成事業(法第6
条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)の設備及び運営の基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。
(最低基準の目的)

第2条 最低基準は，放課後児童健全育成事業を利用している児童(以下「利用者」という。)が，明るくて，衛生的な環境において，素養があり，かつ，適
切な訓練を受けた職員の支援により，心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(最低基準の向上)

第3条 市長は，福岡市こども・子育て審議会条例(平成25年福岡市条例第45号)第1条の福岡市こども・子育て審議会の意見を聴き，放課後児童健全
育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)に対し，最低基準を超えて，その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 本市は，最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
(最低基準と放課後児童健全育成事業者)

第4条 放課後児童健全育成事業者は，最低基準を超えて，常に，その設備及び運営を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて，設備を有し，又は運営をしている放課後児童健全育成事業者においては，最低基準を理由として，その設備又は運営を低下させ
てはならない。

(放課後児童健全育成事業の一般原則)
第5条 放課後児童健全育成事業における支援は，小学校に就学している児童であって，その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき，家庭，
地域等との連携のもと，発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう，当該児童の自主性，社会性及び創造性の向上，基本的な生活習慣
の確立等を図り，もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行われなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は，利用者の人権に十分配慮するとともに，一人ひとりの人格を尊重して，その運営を行わなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は，地域社会との交流及び連携を図り，児童の保護者及び地域社会に対し，当該放課後児童健全育成事業者が行う放
課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

4 放課後児童健全育成事業者は，その運営の内容について，自ら評価を行い，その結果を公表するよう努めなければならない。

5 放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童健全育成事業所」という。)の構造設備は，採光，換気等利用者の保健衛生及び利用者に対
する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

(放課後児童健全育成事業者と非常災害対策)
第6条 放課後児童健全育成事業者は，軽便消火器等の消火用具，非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに，非常災害に対する具体的

計画を立て，これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち，避難及び消火に対する訓練は，定期的にこれを行わなければならない。
(放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要件)

第7条 放課後児童健全育成事業において利用者の支援に従事する職員は，健全な心身を有し，豊かな人間性と倫理観を備え，児童福祉事業に熱意
のある者であって，できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

【参考①－１】
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(放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技能の向上等)
第8条 放課後児童健全育成事業者の職員は，常に自己研鑽さんに励み，児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得，維持及び向上

に努めなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は，職員に対し，その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(設備の基準)
第9条 放課後児童健全育成事業所には，遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画(以下この条において「専用区画」と

いう。)を設けるほか，支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 専用区画の面積は，児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。
3 専用区画並びに第1項に規定する設備及び備品等(次項において「専用区画等」という。)は，放課後児童健全育成事業所を開所している時間帯を

通じて専ら当該放課後児童健全育成事業の用に供するものでなければならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。

4 専用区画等は，衛生及び安全が確保されたものでなければならない。
(職員)

第10条 放課後児童健全育成事業者は，放課後児童健全育成事業所ごとに，放課後児童支援員を置かなければならない。
2 放課後児童支援員の数は，支援の単位ごとに2人以上とする。ただし，その1人を除き，補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童

支援員を補助する者をいう。第5項において同じ。)をもってこれに代えることができる。

3 放課後児童支援員は，次の各号のいずれかに該当する者であって，都道府県知事が行う研修を修了したものでなければならない。
(1) 保育士の資格を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学

校を卒業した者，同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課
程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第9号におい
て「高等学校卒業者等」という。)であって，2年以上児童福祉事業に従事したもの

(4) 学校教育法の規定により，幼稚園，小学校，中学校，高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者
(5) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)において，社会福祉学，心理学，教育学，社会学，芸術学

若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(6) 学校教育法の規定による大学において，社会福祉学，心理学，教育学，社会学，芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課
程において優秀な成績で単位を修得したことにより，同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者

(7) 学校教育法の規定による大学院において，社会福祉学，心理学，教育学，社会学，芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当
する課程を修めて卒業した者

(8) 外国の大学において，社会福祉学，心理学，教育学，社会学，芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した
者

(9) 高等学校卒業者等であり，かつ，2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって，市長が適当と認めたもの

4 第2項の支援の単位は，放課後児童健全育成事業における支援であって，その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものを
いい，1の支援の単位を構成する児童の数は，おおむね40人以下とする。

【参考①－２】
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5 放課後児童支援員及び補助員は，支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。ただし，利用者が20人未満の放課後児童
健全育成事業所であって，放課後児童支援員のうち1人を除いた者又は補助員が同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事している場合
その他の利用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。
(利用者を平等に取り扱う原則)

第11条 放課後児童健全育成事業者は，利用者の国籍，信条又は社会的身分によって，差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)
第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は，利用者に対し，法第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為

をしてはならない。
(衛生管理等)

第13条 放課後児童健全育成事業者は，利用者の使用する設備，食器等又は飲用に供する水について，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措
置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は，放課後児童健全育成事業所において感染症又は食中毒が発生し，又はまん延しないように必要な措置を講じるよう
努めなければならない。

3 放課後児童健全育成事業所には，必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに，それらの管理を適正に行わなければならない。
(運営規程)

第14条 放課後児童健全育成事業者は，放課後児童健全育成事業所ごとに，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めて
おかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種，員数及び職務の内容
(3) 開所している日及び時間

(4) 支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額
(5) 利用定員
(6) 通常の事業の実施地域
(7) 事業の利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他事業の運営に関する重要事項
(放課後児童健全育成事業者が備える帳簿)

第15条 放課後児童健全育成事業者は，職員，財産，収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

(秘密保持等)
第16条 放課後児童健全育成事業者の職員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 放課後児童健全育成事業者は，職員であった者が，正当な理由がなく，その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必
要な措置を講じなければならない。

【参考①－３】
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【参考①－４】

(苦情への対応)
第17条 放課後児童健全育成事業者は，その行った支援に関する利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け

付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は，その行った支援に関し，本市から指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わな

ければならない。
3 放課後児童健全育成事業者は，社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による

調査にできる限り協力しなければならない。
(開所時間及び日数)

第18条 放課後児童健全育成事業者は，放課後児童健全育成事業所を開所する時間について，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に
定める時間以上を原則として，本市における児童の保護者の労働時間，小学校の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して，当該事業所ごとに
定めておかなければならない。
(1) 小学校の授業の休業日に行う放課後児童健全育成事業 1日につき8時間
(2) 小学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児童健全育成事業 1日につき3時間

2 放課後児童健全育成事業者は，放課後児童健全育成事業所を開所する日数について，1年につき250日以上を原則として，本市における児童の保
護者の就労日数，小学校の授業の休業日その他の状況等を考慮して，当該事業所ごとに定めておかなければならない。
(保護者との連絡)

第19条 放課後児童健全育成事業者は，常に利用者の保護者と密接な連絡をとり，当該利用者の健康及び行動を説明するとともに，支援の内容等に
つき，その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
(関係機関との連携)

第20条 放課後児童健全育成事業者は，本市，児童福祉施設，利用者の通学する小学校等関係機関と密接に連携して利用者の支援に当たらなけれ
ばならない。
(事故発生時の対応)

第21条 放課後児童健全育成事業者は，利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は，速やかに，本市，当該利用者の保護者等に連絡を
行うとともに，必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は，利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。
(暴力団員等の排除)

第22条 放課後児童健全育成事業者及びその職員は，福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。

附 則
(施行期日)

1 この条例は，規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第56号により平成27年4月1日から施行)
(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間，第10条第3項の規定の適用については，同項中「修了したもの」とあるのは，「修了したもの(平成
32年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。 34



○鹿児島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例
平成26年9月29日

条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(最低基準の目的)
第3条 最低基準は、市長の監督に属する放課後児童健全育成事業を利用している児童(以下「利用者」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素

養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(最低基準の向上)
第4条 市長は、鹿児島市社会福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する放課後児童健全育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」と
いう。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(最低基準と放課後児童健全育成事業者)
第5条 放課後児童健全育成事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている放課後児童健全育成事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させて
はならない。

(放課後児童健全育成事業の一般原則)
第6条 放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、
地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の

確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行われなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
3 放課後児童健全育成事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、第1項の児童の保護者及び地域社会に対し、当該放課後児童健全育成事業者

が行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
4 放課後児童健全育成事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

5 放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童健全育成事業所」という。)の構造設備は、採光、換気等利用者の保健衛生及び利用者に対
する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

(非常災害対策)
第7条 放課後児童健全育成事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的
計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的にこれを行わなければならない。
(放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要件)

【参考②－１】
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第8条 放課後児童健全育成事業において利用者の支援に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意の
ある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

(放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技能の向上等)
第9条 放課後児童健全育成事業者の職員は、常に自己研鑽さんに励み、利用者の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向
上に努めなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(設備の基準)
第10条 放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画(以下この条において「専用区画」と
いう。)を設けるほか、支援の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。

2 専用区画の面積は、利用者1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。

3 専用区画及び第1項に規定する設備、備品等(次項において「専用区画等」という。)は、放課後児童健全育成事業所を開所している時間帯を通じて専
ら当該放課後児童健全育成事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。
(職員)
第11条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員を置かなければならない。

2 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支
援員を補助する者をいう。第5項において同じ。)をもってこれに代えることができる。

3 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事が行う研修を修了したものでなければならない。
(1) 保育士の資格を有する者
(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校
を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外
の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第9号において「高等学
校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(4) 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者

(5) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若し
くは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(6) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程
において優秀な成績で単位を取得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者

(7) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する

課程を修めて卒業した者
(8) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(9) 高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの
4 第2項の支援の単位は、放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に1人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものを

【参考②－２】
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いい、一の支援の単位を構成する利用者の数は、おおむね40人以下とする。
5 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者が20人未満の放課後児童
健全育成事業所であって、放課後児童支援員のうち1人を除いた者又は補助員が同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事している場合そ
の他の利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(利用者を平等に取り扱う原則)
第12条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)
第13条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為
をしてはならない。

(衛生管理等)
第14条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置
を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう
努めなければならない。

3 放課後児童健全育成事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
(運営規程)
第15条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めなけ
ればならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種、員数及び職務の内容
(3) 開所している日及び時間
(4) 支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額
(5) 利用定員
(6) 通常の事業の実施地域
(7) 事業の利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他事業の運営に関する重要事項
(放課後児童健全育成事業者が備える帳簿)
第16条 放課後児童健全育成事業者は、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
(秘密保持等)
第17条 放課後児童健全育成事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措
置を講じなければならない。

【参考②－３】
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(苦情への対応)
第18条 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関する利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け

付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関し、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけれ
ばならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法85条第1項の規定による調
査にできる限り協力しなければならない。

(開所時間及び日数)
第19条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する時間について、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める時間
以上を原則として、児童の保護者の労働時間、小学校の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して、当該事業所ごとに定めるものとする。

(1) 小学校の授業の休業日に行う放課後児童健全育成事業 1日につき8時間
(2) 小学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児童健全育成事業 1日につき3時間
2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する日数について、1年につき250日以上を原則として、児童の保護者の就労日
数、小学校の授業の休業日その他の状況等を考慮して、当該事業所ごとに定めるものとする。
(保護者との連絡)
第20条 放課後児童健全育成事業者は、常に利用者の保護者と密接な連絡をとり、当該利用者の健康及び行動を説明するとともに、支援の内容等につ
き、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(関係機関との連携)
第21条 放課後児童健全育成事業者は、市、児童福祉施設、利用者の通学する小学校等関係機関と密接に連携して利用者の支援に当たらなければ
ならない。

(事故発生時の対応)
第22条 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに、市、当該利用者の保護者等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間、第11条第3項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(平成
32年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

3 この条例の施行の際現に存する放課後児童健全育成事業所については、第10条第2項及び第11条第4項の規定は、当分の間、適用しない。
付 則(平成26年12月22日条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。(平成27年2月4日規則第9号で、平成27年4月1日から施行)

【参考②－４】
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○さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例
平成26年7月9日

条例第53号
(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、市の区域内の放課後児童健全育成
事業の設備及び運営についての基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。
(最低基準の目的)

第2条 最低基準は、市長の監督に属する放課後児童健全育成事業を利用している児童(以下「利用者」という。)が、明るく衛生的な環境において、素養
があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(最低基準の向上)

第3条 市長は、さいたま市社会福祉審議会条例(平成15年さいたま市条例第12号)に基づくさいたま市社会福祉審議会の意見を聴き、その監督に属す
る放課後児童健全育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように
勧告することができる。

2 市長は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
(最低基準と放課後児童健全育成事業者)

第4条 放課後児童健全育成事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている放課後児童健全育成事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させ

てはならない。
(放課後児童健全育成事業の一般原則)

第5条 放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭
、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣
の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行われなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
3 放課後児童健全育成事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該放課後児童健全育成事業者が行う放

課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

4 放課後児童健全育成事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
5 放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童健全育成事業所」という。)の構造設備は、採光、換気等利用者の保健衛生及び利用者に対

する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
(放課後児童健全育成事業者と非常災害対策)

第6条 放課後児童健全育成事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的
計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に係る訓練は、定期的にこれを行わなければならない。

(放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要件)

【参考③－１】
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第7条 放課後児童健全育成事業において利用者の支援に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意
のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。

(放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技能の向上等)
第8条 放課後児童健全育成事業者の職員は、常に自己研鑽さんに励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上

に努めなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(設備の基準)

第9条 放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画(以下この条において「専用区画」と
いう。)を設けるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。

3 専用区画並びに第1項に規定する設備及び備品等(次項において「専用区画等」という。)は、専ら当該放課後児童健全育成事業の用に供するもので
なければならない。

4 専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。
(職員)

第10条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員を2人以上置かなければならない。

2 放課後児童健全育成事業における支援を行う際の放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに、左欄に掲げる児童数に応じ、右欄に定める人数と
する。ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。第5項において同じ。)をもってこ
れに代えることができる。

3 放課後児童支援員は、次のいずれかに該当する者であって、都道府県知事が行う研修を修了したものでなければならない。
(1) 保育士の資格を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学

校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課
程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第9号におい
て「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(4) 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者
(5) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学

若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

【参考③－２】

児童数 配置人数
1人以上19人以下 2人以上
20人以上35人以下 3人以上
36人以上 4人以上
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(6) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課
程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者

(7) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当す
る課程を修めて卒業した者

(8) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した
者

(9) 高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの

4 第2項の支援の単位は、放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものを
いい、一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする。

5 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。

(利用者を平等に取り扱う原則)
第11条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)
第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為

をしてはならない。

(衛生管理等)
第13条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措

置を講じなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるよう

努めなければならない。

3 放課後児童健全育成事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
(運営規程)

第14条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めて
おかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容
(3) 開所している日及び時間

(4) 支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額
(5) 利用定員
(6) 通常の事業の実施地域

(7) 事業の利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

【参考③－３】
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(11) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項
(放課後児童健全育成事業者が備える帳簿)

第15条 放課後児童健全育成事業者は、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
(秘密保持等)

第16条 放課後児童健全育成事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必
要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)
第17条 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関する利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け

付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関し、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけれ
ばならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による
調査にできる限り協力しなければならない。
(開所時間及び日数)

第18条 放課後児童健全育成事業所を開所する時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間のとおりとする。ただし、市長は、事情に
よりこれを変更することができる。

(1) 小学校の授業の休業日に行う放課後児童健全育成事業 午前8時から午後7時まで
(2) 小学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児童健全育成事業 授業の終了時から午後7時まで

2 放課後児童健全育成事業者は、さいたま市放課後児童クラブ条例(平成13年さいたま市条例第178号)に規定する休業日以外の日において、1年に
つき250日以上放課後児童健全育成事業所を開所するものとする。
(保護者との連絡)

第19条 放課後児童健全育成事業者は、常に利用者の保護者と密接な連絡をとり、当該利用者の健康及び行動を説明するとともに、支援の内容等につ
き、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
(関係機関との連携)

第20条 放課後児童健全育成事業者は、市、児童福祉施設、利用者の通学する小学校等関係機関と密接に連携して利用者の支援に当たらなければ
ならない。
(事故発生時の対応)

第21条 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに、市、当該利用者の保護者等に連絡を行
うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
附 則

(施行期日)

【参考③－４】
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1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている放課後児童健全育成事業の用に供している建物(同日において基本的な設備が完成しているものを含む。)(第

9条第2項に規定する基準に適合するものを除く。)について、同項の規定は、当該建物の増築、改築等構造の変更が行われるまでの間、適用しない。

3 この条例の施行の際現に行われている放課後児童健全育成事業(第10条第2項及び第4項に規定する基準に適合するものを除く。)について、同条第
2項及び第4項の規定を適用する場合においては、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる
字句とする。

4 この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間、第10条第3項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(平成
32年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

【参考③－５】

児童数 配置人数
1人以上19人以下 2人以上
20人以上35人以下 3人以上
36人以上 4人以上

児童数 配置人数
1人以上19人以下 2人以上
20人以上35人以下 3人以上
36人以上45人以下 4人以上
46人以上70人以下 5人以上

第10条第2項

第10条第4項 おおむね40人 70人
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○名古屋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年10月8日

条例第60号
(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定めるものとする。
(設備及び運営に関する基準)

第2条 前条の基準は、この条例に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下
「省令」という。)の定めるところによる。この場合において、省令第5条第2項中「放課後児童健全育成事業者は」とあるのは「放課後児童健全育成事業
者は、なごや子ども条例(平成20年名古屋市条例第24号)の理念にのっとり」と、省令第6条第2項中「定期的に」とあるのは「少なくとも毎月1回は」と読み

替えるものとする。
(防犯及び事故防止)

第3条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全を確保するため、防犯及び事故の防止に関し必要な措置を講じなければならない。
(食料及び飲料水の備蓄)

第4条 放課後児童健全育成事業者は、非常災害に備え、利用者及び職員の一時的な滞在に必要な食料及び飲料水を備蓄するよう努めなければなら

ない。
(帳簿の保存)

第5条 放課後児童健全育成事業者は、省令第15条の帳簿について、その性質、内容等に応じて市長が定める基準により保存しなければならない。
(暴力団の排除)

第6条 放課後児童健全育成事業者は、その事業の運営に当たっては、名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第1号に規

定する暴力団を利することとならないようにしなければならない。
(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(施行の日＝平成27年4月1日)

2 この条例の施行の際現に存する放課後児童健全育成事業所であって、省令第9条第2項及び省令第10条第4項の規定に適合しないものについては、
当分の間、これらの規定は、適用しない。

【参考➃】
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放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修ガイドラインの概要

○ 本ガイドラインは、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」（平成２６年厚生労働省令第６３号。以下「基準」という。）
に基づき、基準第１０条第３項の各号のいずれかに該当する者が、放課後児童支援員として必要となる基本的生活習慣の習得の援助、
自立に向けた支援、家庭と連携した生活支援等に必要な知識及び技能を習得し、有資格者となるための都道府県知事が行う研修（以下
「認定資格研修」という。）の円滑な実施に資するために策定するもの。

○ 認定資格研修は、一定の知識及び技能を有すると考えられる基準第１０条第３項の各号のいずれかに該当する者が、放課後児童健全
育成事業（放課後児童クラブ）に従事する放課後児童支援員として必要な知識及び技能を補完し、新たに策定した基準及び放課後児童
クラブ運営指針（平成２７年３月３１日雇児発０３３１第３４号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づく放課後児童支援員としての
役割及び育成支援の内容等の共通の理解を得るため、職務を遂行する上で必要最低限の知識及び技能の習得とそれを実践する際の基本
的な考え方や心得を認識してもらうことを目的として実施するもの。

基本的考え方

研修内容等

事 項 主 な 内 容

実施主体 都道府県 （都道府県が認定資格研修を実施する上で適当と認める市区町村、民間団体等に一部委託可）

実施内容

定員 １回の研修の定員は、おおむね１００名程度までを想定（認定資格研修の効果に支障が生じない限り、都道府県の実
情に応じておおむね１００名程度を上回る定員の設定も可）

研修項目・科目
及び時間数等

研修項目・科目、研修時間数等は、別紙のとおり（講義及び演習を合わせて２４時間）（都道府県の実情に応じて研修
科目等を追加しての実施も可）。授業形態は、適宜演習を取り入れたりするなどして学びを深めるような工夫が必要。
特に、講師の選定に当たっては、認定資格研修を適切に実施、指導できる者により行われるよう十分配慮する必要が
ある。

研修期間等 １回の研修の期間は、原則として２～３か月以内で実施（都道府県の実情に応じて２期に分けて実施するなど６か月の
範囲内での実施も可）
研修の時間帯及び曜日の設定については、都道府県の実情に応じて受講者が受講しやすいよう適宜工夫が必要。

研修教材 研修カリキュラムを適切に実施する上で適当なものを使用

科目の一部免除 既に取得している資格等に応じて、以下のとおり、研修科目の一部について免除が可能。

平成30年9月21日 現在【「放課後児童支援員等研修事業実施要綱」（平成２７年５月２１日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）】
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事 項 主 な 内 容

科目の一部免除
（続き）

① 基準第１０条第３項第１号に規定する保育士の資格を有する者
「２－④ 子どもの発達理解」、「２－⑤ 児童期（６歳～１２歳）の生活と発達」、「２－⑥ 障害のある子どもの

理解」、「２－⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解」 （計４科目）
② 基準第１０条第３項第２号に規定する社会福祉士の資格を有する者

「２－⑥ 障害のある子どもの理解」、「２－⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解」 （計２科目）
③ 基準第１０条第３項第４号に規定する教諭となる資格を有する者

「２－④ 子どもの発達理解」、「２－⑤ 児童期（６歳～１２歳）の生活と発達」 （計２科目）

既修了科目の
取扱い

受講者が認定資格研修受講中に、他の都道府県に転居した場合や病気等のやむを得ない理由により認定資格研修
の一部を欠席した場合等における既修了科目の取扱いについては、既に履修したものとみなし、認定資格研修を実施
した都道府県は、受講者に対し「一部科目修了証」の発行が可能。

修了評価 研修修了者の質の確保を図る観点から、適正に行われる必要があり、都道府県は、例えば、１日単位でレポート又は
チェックシートを提出させるなど、各受講者が放課後児童支援員として業務を遂行する上で必要最低限の知識・技能
の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や心得の認識を確認。

受講者が提出するレポート又はチェックシートには、科目の履修又は認定資格研修全体を通じて学んだこと、理解した
こと、今後役に立つと思われること、研修講師の評価などを記載してもらうことを想定しており、レポート又はチェックシー
ト自体に理解度の評価（判定）を行って、科目履修の可否を決定することまでは想定していないことに留意。

【免除の考え方】
○基準第１０条第３項に規定する保育士又は社会福祉士の資格を有する者、学校教育法の規定により、小学校
等の教諭となる資格を有する者については、国が定めた公的な養成課程において必要な科目を履修し、一定
の資質が担保されているということを前提として、認定資格研修で受講したと同等の基礎的な知識等を既に有し

ていると認められる科目についてのみ免除を行うこととし、放課後児童支援員として必要な専門性に係る知識
及び技能の習得に関する科目については免除の対象としない。
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事 項 主 な 内 容

実施手続

受講の申込み
及び受講資格の
確認

都道府県は、受講希望者が受講の申込みをするに当たり、市区町村を経由させて、受講申込書を提出させることも
可能。その際、基準第１０条第３項の各号のいずれかに該当するかの確認（各種資格証や修了証明書、実務経験
証明書の原本若しくはその写し等）を、市町村と連携及び協力して円滑に実施。
なお、基準第１０条第３項第９号に該当するかの確認は、当該市区町村が認定したことの証しを添付させるなどの方法

により実施。

受講者本人の
確認

都道府県は、受講者本人であることの確認を併せて行うこととし、住民票の写し、健康保険証、運転免許証、パスポー
ト等の公的機関発行の証明書等を提出又は提示させ、本人確認を実施。
なお、これらの確認を行うに際しては、受講希望者に対して、募集時等に必要な情報の周知が必要。

受講場所 原則として、現に放課後児童クラブに従事している者はその勤務地の都道府県で、それ以外の者は現住所地の都道
府県で受講。

修了の認定・
修了証の交付

都道府県は、認定資格研修の全科目を履修し、放課後児童支援員としての必要な知識及び技能を習得したと認めら
れる者に対して、修了の認定を行い、全国共通様式による「放課後児童支援員認定資格研修修了証」［賞状形式
及び携帯用形式］を都道府県知事名で交付（委託は不可）。

認定等事務

認定者名簿の
作成

都道府県は、「放課後児童支援員認定資格研修修了証」を交付した者の必要事項【氏名、生年月日、現住所又は連
絡先、修了年月日、修了証番号等】を記載した「○○都道府県放課後児童支援員認定者名簿」を作成。

認定者名簿の
管理

都道府県は、認定者名簿を管理するに際して、個人情報の保護に十分留意して、安全かつ適切な措置を講ずるととも
に、永年保存とし、修了証の再交付等に対応できる体制を整備。

修了証の再交付
等

都道府県は、認定を受けた者が、認定者名簿に記載された内容（氏名、現住所又は連絡先）に変更が生じたこと、又
は修了証を紛失（又は汚損）したことの申し出があった際には、速やかに、修了証の再交付等の手続に対応。

認定の取消 都道府県は、認定を受けた者が、次の事由に該当すると認められる場合、当該者の認定者名簿からの削除が可能。
① 虚偽又は不正の事実に基づいて認定を受けた場合
② 虐待等の禁止（基準第１２条）に違反した場合
③ 秘密保持義務（基準第１６条第１項）に違反した場合

④ その他放課後児童支援員としての信用失墜行為を行った場合 など

47



※ 本ガイドラインは、実施主体である都道府県が認定資格研修を円滑に実施するために必要な研修内容や実施方法等を網羅的に規定
したものであり、認定資格研修の一定の質の確保及び国全体としての一定の均質化を図ることを目的に、全国共通の基本的な指針として
位置づけることとし、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規定に基づく技術的な助言として、「放課後児童支援員

認定資格研修事業（都道府県認定資格研修ガイドライン）実施要綱」を平成２７年５月２１日付けで都道府県あて通知を発出。

本ガイドラインの位置づけ

認定の仕組み（都道府県の事務の主な流れ）

認定資格研修の
実施 認定資格研修修了→認定→修了証交付

認定者名簿の作成・管理
【永年保存】

全
国
共
通
で
通
用
す
る

修
了
証
と
し
て
位
置
づ
け

※個人情報の保護に十分留意

受講資格等の確認

市区町村 都道府県

連
携
・
協
力

基準第１０条
第３項第９号

の認定は
市区町村が

実施

受講申込書の提出

修
了
前
に
、
他
の
都

道
府
県
に
転
居
又
は

病
気
等
で
欠
席
し
た

場
合

既
修
了
科
目
は
履
修

し
た
も
の
と
み
な
し
、

一
部
科
目
修
了
証

を
交
付

未
修
了
科
目
を
他
の

都
道
府
県
等
で
履
修

事 項 主 な 内 容

研修会参加費用 研修会参加費用のうち、資料等に係る実費相当部分、研修会場までの受講者の旅費及び宿泊費については、受講
者又は運営主体が負担。

費用 国は、都道府県に対して、認定資格研修の実施に要する経費について、別に定めるところにより補助。
（※）認定資格研修を受講する際の代替職員の雇上げ経費及び研修会場までの旅費については、運営費に計上。

全
国
共
通
の

「認
定
者
名
簿

管
理
シ
ス
テ
ム
」

を
導
入
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実施方法（例） 【１６科目×９０分＝１，４４０分（合計２４時間）の場合】
（パターン①）１日９０分の講義等を４科目（４コマ）［午前・午後］で計４日間で実施

（パターン②）１日９０分の講義等を４科目（４コマ）［午前・午後］で２日間、２科目（２コマ）［午後のみ］で４日間、計６日間で実施

（パターン③）１日９０分の講義等を３科目（３コマ）［午後のみ］で４日間、２科目（２コマ）［午後のみ］で２日間、計６日間で実施

（パターン④）１日９０分の講義・演習を２科目（２コマ）［午前のみ］で計８日間で実施

１日目 ２日目 ３日目 ４日目
10:00～10:30 ガイダンス
10:30～12:00 講義・演習➀ 講義・演習➄ 講義・演習➈ 講義・演習⑬
昼食(12:00～13:00)
13:00～14:30 講義・演習➁ 講義・演習➅ 講義・演習➉ 講義・演習⑭

休憩(14:30～14:40)

14:40～16:10 講義・演習➂ 講義・演習➆ 講義・演習⑪ 講義・演習⑮
休憩(16:10～16:20)

16:20～17:50 講義・演習➃ 講義・演習➇ 講義・演習⑫ 講義・演習⑯

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目
10:00～10:30 ガイダンス
10:30～12:00 講義・演習➀ 講義・演習➄
昼食(12:00～13:00)
13:00～14:30 講義・演習➁ 講義・演習➅ 講義・演習➈ 講義・演習⑪ 講義・演習⑬ 講義・演習⑮

休憩(14:30～14:40)

14:40～16:10 講義・演習➂ 講義・演習➆ 講義・演習➉ 講義・演習⑫ 講義・演習⑭ 講義・演習⑯
休憩(16:10～16:20)

16:20～17:50 講義・演習➃ 講義・演習➇

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目
12:30～13:00 ガイダンス
13:00～14:30 講義・演習➀ 講義・演習➃ 講義・演習➆ 講義・演習➉ 講義・演習⑬ 講義・演習⑮

休憩(14:30～14:40)

14:40～16:10 講義・演習➁ 講義・演習➄ 講義・演習➇ 講義・演習⑪ 講義・演習⑭ 講義・演習⑯
休憩(16:10～16:20)

16:20～17:50 講義・演習➂ 講義・演習➅ 講義・演習➈ 講義・演習⑫

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目
8:30～ 9:00 ガイダンス
9:00～10:30 講義・演習➀講義・演習➂講義・演習➄講義・演習➆講義・演習➈講義・演習⑪ 講義・演習⑬ 講義・演習⑮

休憩(10:30～10:40)

10:40～12:10 講義・演習➁講義・演習➃講義・演習➅講義・演習➇講義・演習➉講義・演習⑫ 講義・演習⑭ 講義・演習⑯
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放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修 認定者名簿管理システム

国（厚生労働省）

都道府県Ａ

認定資格研修
認定者情報Ａ

都道府県Ｂ 都道府県Ｃ

認定資格研修
認定者情報
Ａ、Ｂ、Ｃ……

一部科目修了者等の情報のやりとり（csvデータ）

修了証等A
システム上で認定
者名簿の作成・管
理、修了証等（※）
の印刷も可

認定資格研修
認定者情報Ｂ

修了証等Ｂ

認定資格研修
認定者情報Ｃ

修了証等Ｃ
システム上で認定
者名簿の作成・管
理、修了証等（※）
の印刷も可

システム上で認定
者名簿の作成・管
理、修了証等（※）
の印刷も可

認定者情報の送信
（csvデータ）

認定が取り消された
者の情報の送信
（csvデータ）

※ 個人情報を含むため、送信
時のパスワード設定等につい
て、注意が必要

※・様式第１号（放課後児童支援員認定資格研修一部科目修了証）
・様式第２号－①（放課後児童支援員認定資格研修修了証）

・様式第２号－②（放課後児童支援員認定資格研修修了証
（携帯用））
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放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修の項目・科目及び時間数

１．放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の理解 【４．５時間（90分×3）】

① 放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容
② 放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護

③ 子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ

２．子どもを理解するための基礎知識 【６．０時間（90分×4）】

④ 子どもの発達理解
⑤ 児童期（６歳～１２歳）の生活と発達

⑥ 障害のある子どもの理解
⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解

３．放課後児童クラブにおける子どもの育成支援 【４．５時間（90分×3）】

⑧ 放課後児童クラブに通う子どもの育成支援

⑨ 子どもの遊びの理解と支援
⑩ 障害のある子どもの育成支援

４．放課後児童クラブにおける保護者・学校・地域との連携・協力 【３時間（90分×2）】

⑪ 保護者との連携・協力と相談支援
⑫ 学校・地域との連携

５．放課後児童クラブにおける安全・安心への対応 【３時間（90分×2）】

⑬ 子どもの生活面における対応
⑭ 安全対策・緊急時対応

６．放課後児童支援員として求められる役割・機能 【３時間（90分×2）】

⑮ 放課後児童支援員の仕事内容

⑯ 放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守 合計 ２４時間（１６科目）

別 紙
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放課後児童健全育成事業を行う事業者の届出について

○ 児童福祉法の改正（平成２４年８月）により、平成２７年４月より、国、都道府県及び市町村以外の者が、放課後児童健全育成

事業を行う場合、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出ることと

なった。
（※国、都道府県及び市町村以外の者には、実施主体である市町村から放課後児童健全育成事業の委託を受けた者も含まれる。）

○ 「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」（平成２７年厚生労働省令第１７号）に基づき、あらかじめ届け出る事項は
以下のとおりである。

【事業開始の届出】

１ 事業の種類及び内容、 ２ 経営者の氏名及び住所（法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地）

３ 定款その他の基本約款、 ４ 運営規程、 ５ 職員の定数及び職務の内容、 ６ 主な職員の氏名及び経歴

７ 事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地、 ８ 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面、 ９ 事業開始の予定年月日

※上記の届出を行う事業者は、収支予算書及び事業計画書についても提出（インターネットで閲覧できる場合を除く）。

✔ 上記事項の内容が変更になった場合、一ヶ月以内に届け出ることが必要。

【事業の廃止・休止の届出】

１ 廃止又は休止しようとする年月日、 ２ 廃止又は休止の理由、 ３ 現に便宜を受けている児童に対する措置、

４ 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

○ 届出の様式については、「放課後児童健全育成事業の届出について」（平成２７年３月１３日付け雇児育発０３１３第１３号
厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長通知）において様式例としてお示ししたところ。

概 要

届出の内容
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放課後児童クラブの設置又は運営の促進について放課後児童クラブの設置又は運営の促進について

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）（抄）
（保育所の設置又は運営の促進）
第五十六条の七（抄）
２ 市町村は、必要に応じ、公有財産の貸付けその他の必要な措置を積極的に講ずることにより、社会福祉法

人その他の多様な事業者の能力を活用した放課後児童健全育成事業の実施を促進し、放課後児童健全育成
事業に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるものとする。

＜趣旨＞
○ 保育の利用や放課後児童健全育成事業に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるため、市町村が必要

に応じて、公有財産の貸付けその他の必要な措置を積極的に講ずることを定めるものである。

＜第２項＞
○ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）については、希望しても利用できない児童の増加など需要が

年々増大している。このような状況の中、新たに創設された子ども・子育て支援法においては、市町村は事業
計画を定め潜在的なニーズにも対応することになっており、また、児童福祉法では、対象者の定義を「小学校
に就学しているおおむね１０歳未満の児童」から「小学校に就学している児童」に改正したところであり、放課後
児童健全育成事業の実施にかかる供給を増大させる必要がある。

○ 放課後児童クラブは家庭の代替機能としての生活の場であり、学校の余裕教室等の適切な環境での事業
実施が望ましい。このため、保育所と同様に仕事と子育ての両立支援施策である放課後児童健全育成事業に
ついても、自治体での供給量増大のため、市町村が積極的に関与して公有財産の活用を図り、事業の実施を
促進させる必要がある。

○ 以上より、放課後児童健全育成事業の実施に関し、公有財産の活用を図る規定を置くものである。
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４．放課後児童クラブ運営指針について
（平成２７年３月３１日策定・公表）
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「放課後児童クラブ運営指針」策定の経緯及びポイント

○ 放課後児童クラブについては、平成19年に「放課後児童クラブガイドライン」を策定し、運営するに当たって必要な基本的
事項を示すことで、各市町村における質の向上を図るための取組を進めてきたところである。

○ 平成24年の児童福祉法の改正により、市町村は、国が省令で定める設備及び運営の基準を踏まえて条例で基準を定め
なければならないこととされ、国において、平成26年4月に「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成
26年厚生労働省令第63号）」を策定し、全国的に一定水準の質の確保に向けた取組をより一層進めることとした。

○ 平成27年4月からは、省令基準を踏まえて各市町村において策定される条例に基づき、放課後児童クラブが運営されること
になるが、その運営の多様性を踏まえつつ、放課後児童クラブにおいて集団の中で子どもに保障すべき生活環境や運営内容
の水準を明確化し、事業の安定性及び継続性を確保していくことが必要である。

○ このため、「放課後児童クラブガイドライン」を見直し、国として運営及び設備に関するより具体的な内容を定めた運営指針
を新たに策定することとした。

策定の必要性

策定の３つの視点

① 放課後児童クラブの運営実態の多
様性を踏まえ、「最低基準」としてでは
なく、望ましい方向に導いていくための
「全国的な標準仕様」としての性格を
明確化

② 子どもの視点に立ち、子どもの最善
の利益を保障し、子どもにとって放課
後児童クラブが安心して過ごせる生活
の場となるように、放課後児童クラブ
が果たすべき役割を再確認し、その役
割及び機能を適切に発揮できるような
観点で内容を整理

③ 子どもの発達過程や家庭環境など
も考慮して、異なる専門性を有して
従事している放課後児童支援員等が
子どもとどのような視点で関わることが
求められるのかという共通の認識を
得るために必要となる内容を充実

省令基準及び運営指針に沿った一定水準の質を確保した放課後児童クラブの全国展開を図る
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① 放課後児童クラブの特性である「子どもの健全な育成と遊び及び生活の支援」を「育成支援」と定義し、その育成支援の

基本的な考え方等を第１章の総則に新たに記載

運営指針の４つのポイント

② 児童期の発達の特徴を３つの時期区分ごとに整理するとともに、子どもの発達過程を踏まえて集団の中での子ども同士

の関わりを大切にして育成支援を行う際の配慮すべき事項等を第２章に新たに記載

③ 放課後児童クラブにおける「育成支援」の具体的な内容を子どもの立場に立った観点から網羅的に記載するとともに、

障害のある子どもや特に配慮を必要とする子どもへの対応については、より具体的な受入れに当たっての考え方や留意
すべき点なども加味して、第３章に新たに記載

④ 運営主体が留意すべき点として、子どもや保護者の人権への配慮、個人情報や守秘義務の遵守及び事業内容の向上に

関することなど、放課後児童クラブの社会的責任と職場倫理等について、第７章に新たに記載

○ 「放課後児童クラブ運営指針」の策定に当たっては、国の調査委託事業の中で、見直しに関する委員会及びＷＧを設置して検討を行い、平成27年
2月に報告書の提出を受け、本報告書の内容等を踏まえ、「放課後児童クラブ運営指針」を策定した。

委員会等のメンバーは、以下のとおり。 （五十音順、敬称略、◎は座長、○はＷＧ座長、＊はＷＧメンバー）

氏 名 所 属 氏 名 所 属
秋元 紀子＊

飯野 美伽＊

岡部 浩
尾木 まり＊

小野 さとみ＊

◎柏女 霊峰

文京区男女協働子育て支援部児童青少年課
湯島児童館 主査 育成室担当
目黒区子育て支援部子ども家庭課子ども家庭係
母子自立支援員・婦人相談員
千葉県浦安市こども部青少年課長

有限会社エムアンドエムインク
子どもの領域研究所所長
東京都町田市南大谷学童保育クラブ 主任指導員
淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科教授

佐藤 晃子＊

田丸 敏高
中川 一良＊

○野中 賢治＊

柳澤 邦夫

＜事務局＞

山岡 由加子＊

九州産業大学非常勤講師
福山市立大学教育学部児童教育学科教授
社会福祉法人健光園 京都市北白川児童館館長
鎌倉女子大学非常勤講師
栃木県上三川町立北小学校長

みずほ情報総研株式会社
社会政策コンサルティング部福祉・労働課
上席課長
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○ 第１章から第７章までの構成で、放課後児童クラブにおける育成支援の内容や運営に関する留意すべき事項などを網羅的に記載し、
運営していく上での基本的な事項を定めている。

○ 各放課後児童クラブは、この運営指針を踏まえ、それぞれの実態に応じて創意工夫を図り、質の向上と機能の充実に努めていく。

運営指針の構成

「放課後児童クラブ運営指針」の概要①

１．総則 ２．放課後児童健全育成事業の役割 ３．放課後児童クラブにおける育成支援の基本

第１章 総則

放課後児童クラブ運営指針の趣旨と育成支援の基本的な考え方を示し、全体像を理解できる内容を規定

1.子どもの発達と児童期 2..児童期の発達の特徴 3.児童期の発達過程と発達領域 4.児童期の遊びと発達 5.子どもの発達過程を踏まえた育成支援における配慮事項

第２章 事業の対象となる子どもの発達

児童期（6～12歳）の発達の特徴を3つの時期区分ごとに整理し、育成支援に当たって配慮すべき内容を規定

１．施設及び設備 ２．衛生管理及び安全対策

省令基準に基づく施設及び設備の環境整備と感染症や事故
などへの対応方法等の具体的な内容を規定

第６章 施設及び設備、衛生管理及び安全対策

１．放課後児童クラブの社会的責任と職場倫理
２．要望及び苦情への対応 ３．事業内容向上への取り組み

第７章 職場倫理及び事業内容の向上

運営主体の責務と放課後児童支援員等の倫理意識の自覚、
研修等の事業内容向上の取組内容を規定

１．職員体制 ２．子どもの集団の規模 ３．開所時間及び開所日
４．利用の開始等に関わる留意事項 ５．運営主体
６．労働環境整備 ７．適正な会計管理及び情報公開

第４章 放課後児童クラブの運営

１．学校との連携 ２．保育所、幼稚園等との連携 ３．地域、関係機関
との連携 ４．学校、児童館を活用して実施する放課後児童クラブ

第５章 学校及び地域との関係

省令基準に基づく職員体制や集団の規模等の具体的な内容を規定 連携に当たっての情報交換等の必要性や方法等の内容を規定

１．育成支援の内容 ２．障害のある子どもへの対応 ３．特に配慮を必要とする子どもへの対応 ４．保護者との連携
５．育成支援に含まれる職務内容と運営に関わる業務

第３章 放課後児童クラブにおける育成支援の内容

育成支援を行うに当たって子どもが主体的に過ごし、一人ひとりと集団全体の生活を豊かにしていくために必要となる援助の具体的
な方法や障害のある子どもなどに適切に対応していくために留意すべきこと、保護者との信頼関係の構築などの内容を規定

（平成２７年３月３１日策定・公表）
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運営指針の主な内容

「放課後児童クラブ運営指針」の概要②

○ 「子どもの健全な育成と遊び及び生活の支援」を「育成支援」と定義し、その基本的考え方として、子どもが安心して過ごせる生活の場として
ふさわしい環境を整え、安全面に配慮しながら子どもが自ら危険を回避できるようにしていくとともに、子どもの発達段階に応じた主体的な遊び
や生活が可能となるように、自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等により、子どもの健全な育成を図る。

○ 放課後児童クラブの役割として、児童の権利に関する条約の理念に基づき、子どもの最善の利益を考慮して育成支援を推進し、学校や地域
の様々な社会資源との連携を図りながら、保護者と連携して育成支援を行うとともに、その家庭の子育てを支援する役割を担う。

第１章 総則

○ 放課後児童クラブでは、放課後等に子どもの発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるようにすることが求められるため、放課後
児童支援員等は、子どもの発達の特徴や発達過程を理解し、発達の個人差を踏まえて一人ひとりの心身の状態を把握しながら育成支援を行う
ことが必要である。

○ 児童期の発達の主な特徴としては、
・ ものや人に対する興味が広がり、その探求のために自らを律することができるようになる
・ 学校、地域など子どもが関わる環境が広がり、多様な他者との関わりを経験するようになる
・ 集団や仲間で活動する機会が増え、その中で規律と個性を培うとともに、他者と自己の多様な側面を発見できるようになる

○ 児童期の発達過程は個人差が大きく、目安として、おおむね６歳～８歳（低学年）、９歳～10歳（中学年）、11歳～12歳（高学年）の３つの時期に
区分して捉え、その発達過程を踏まえ、子ども一人ひとりの心身の状態を把握しながら、集団の中での子ども同士の関わりを大切にして育成
支援を行うことが求められる。

第２章 事業の対象となる子どもの発達

○ 放課後児童クラブは、年齢や発達の状況が異なる多様な子ども達が一緒に過ごす場であり、放課後児童支援員等には、それぞれの子どもの
発達の特徴や子ども同士の関係を捉えながら適切に関わることで、一人ひとりと集団全体の生活を豊かにすることが求められる。

○ 育成支援に当たって、放課後児童支援員等に求められる主な内容は以下のとおり。

第３章 放課後児童クラブにおける育成支援の内容

①子どもが自ら進んで放課後児童クラブに通い続けられるようにする援助 ②子どもの出欠席と心身の状態を把握した適切な援助
③子ども自身が見通しを持って主体的に過ごせるようにする援助 ④日常生活に必要となる基本的な生活習慣を習得できるようにする援助
⑤子どもが発達段階に応じた主体的な遊びや生活ができるようにする援助 ⑥子どもが自分の気持ちや意見を表現できるようにする援助
⑦子どもにとって放課後の時間帯に栄養面や活力面から必要とされるおやつの適切な提供
⑧子どもが安全に安心して過ごすことができるような環境の整備や緊急時に適切な対応ができるようにする援助
⑨放課後児童クラブでの子どもの様子を日常的に保護者に伝え、家庭と連携した育成支援
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「放課後児童クラブ運営指針」の概要③

○ 障害のある子どもへの対応については、包容・参加（インクルージョン）の考え方に立ち、放課後児童クラブを利用する機会が確保されるように
適切な配慮及び環境整備を行い、可能な限り受入れに努めるとともに、放課後児童クラブでの子ども達との生活を通して共に成長できるように、
見通しを持って計画的な育成支援を行う。

○ 児童虐待が疑われる場合には、放課後児童支援員等は各自の判断だけで対応することは避け、運営主体の責任者と協議の上で、市町村
又は児童相談所に速やかに通告し、関係機関と連携して適切な対応を図らなければならない。

○ 放課後児童支援員等は、子どもの家庭環境についても配慮し、家庭での養育について特別の支援が必要な状況を把握した場合には、子ども
と保護者の安定した関係の維持に留意しつつ、市町村や関係機関と連携して適切な支援につなげるように努める。

○ 子どもの遊びや生活の様子を日常的に保護者に伝え、子どもの状況について家庭と情報を共有するとともに、育成支援を通じて保護者との
信頼関係を築くことに努める。

○ 放課後児童クラブには、年齢や発達の状況が異なる子どもを同時にかつ継続的に育成支援を行う必要があること、安全面での管理が必要で
あること等から、支援の単位ごとに２人以上の放課後児童支援員等を置くこととし、その勤務時間については、子どもの受入れ準備や打合せ、
育成支援の記録作成等、開所時間の前後に必要となる時間を前提として設定されることが求められる。

○ 子ども集団の規模（支援の単位）は、子どもが相互に関係性を構築したり、１つの集団としてまとまりをもって共に生活したり、放課後児童支援
員等が個々の子どもと信頼関係を築いたりできる規模として、おおむね40人以下とする。

○ 開所時間については、学校の授業の休業日は１日につき８時間以上、それ以外の日は１日につき３時間以上、開所日については、１年につき
250日以上を原則として、保護者の就労時間、学校の授業の終了時刻その他の地域の実情等を考慮して、当該放課後児童クラブごとに設定
するが、新１年生については、保育所との連続性を考慮し、４月１日より受け入れを可能にする必要がある。

○ 運営主体は、利用を希望する保護者等に必要な情報を提供するとともに、新１年生の環境変化に配慮して、利用の開始の前に、子どもや家庭
の状況、保護者のニーズ及び放課後児童クラブでの過ごし方について十分に保護者等と情報交換することが求められる。

○ 運営主体は、放課後児童支援員等の労働実態や意向を把握し、放課後児童支援員等が健康で意欲を持って就業できるように、労働環境の
整備に努める必要がある。

第４章 放課後児童クラブの運営

○ 子どもの生活の連続性を保障するために、学校との情報交換や情報共有、職員同士の交流等を、日常的、定期的に積極的に行い、その実施
に当たっては、個人情報の保護や秘密の保持についてあらかじめ取り決めておく。

○ 新１年生の子どもの発達と生活の連続性を保障するために、保育所、幼稚園等と子どもの状況について情報交換や情報共有を行う。

第５章 学校及び地域との関係
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「放課後児童クラブ運営指針」の概要④

○ 運営主体は、社会的信頼を得るとともに、法令を遵守し、子どもや保護者の人権に十分配慮しながら、一人ひとりの人格を尊重するなど、すべ
ての放課後児童支援員等が職場倫理を自覚して職務に当たるように組織的に取り組む必要がある。

○ 放課後児童支援員等は、仕事を進める上での倫理を自覚して、育成支援の内容の向上に努めなければならない。

○ 子どもや保護者等からの要望や苦情に対しては、迅速かつ適切に、誠意を持って対応し、その内容や対応について職員間で共有する。

○ 放課後児童支援員等は、情報交換や情報共有を図り、事例検討を行うなど相互に協力して自己研鑽に励み、育成支援に当たっての課題等に
ついて意見交換を行うことにより、事業内容を向上させるように努める。

○ 運営主体は、職場内での教育訓練や研修のみならず、職場を離れての研修の機会を確保し、その参加を保障するとともに、職員が自発的、
継続的に研修に参加できるように、研修受講計画を策定するなどに取り組んでいくことが求められる。

○ 運営主体は、その運営の内容について自己評価を行い、その結果を公表するように努め、評価を行う際には、子どもや保護者の意見を取り
入れて行うことが求められるとともに、評価の結果については、職員間で共有し、事業内容の向上に生かす。

○ 放課後児童クラブには、子どもが安全に安心して過ごし、体調の悪い時等に静養することができる生活の場としての機能と、遊び等の活動
拠点としての機能を備えた専用区画が必要であり、その面積は、子ども１人につきおおむね1.65㎡以上を確保し、室内のレイアウトや装飾、
採光等にも配慮し、子どもが心地よく過ごせるように工夫することが求められる。

○ 衛生及び安全が確保された設備を備え、生活に必要な備品、遊具及び図書を備える。また、日常の衛生管理に努め、医療品を備える。

○ 事故やケガを防止するために、室内及び屋外の環境の安全性について毎日点検し、必要な補修等を行うとともに、その防止に向けた対策や
発生時の対応に関するマニュアルを作成し、放課後児童支援員等の間で共有する。

○ おやつの提供に際して、食物アレルギー事故、窒息事故等を防止するため、放課後児童支援員等は応急対応について学んでおく。

○ 運営主体は、市町村との連携のもとに災害等の発生に備えて具体的な計画及びマニュアルを作成し、定期的に（少なくとも年２回以上）訓練を
行うなどして適切かつ迅速に対応できるようにしておく。また、外部からの不審者等の侵入防止の措置や訓練などの対応を図る。

第６章 施設及び設備、衛生管理及び安全対策

第７章 職場倫理及び事業内容の向上

○ 放課後児童クラブに通う子どもの生活について地域の協力が得られるように、自治会・町内会や民生委員・児童委員（主任児童委員）等の
地域組織や子どもに関わる関係機関等と情報交換や情報共有、相互交流を図るとともに、事故、犯罪、災害等から子どもを守るため、地域住民
と連携、協力して子どもの安全を確保する取り組みを行う。

○ 児童館の中で実施する場合は、放課後児童クラブに通う子どもの育成支援の環境及び水準が担保されるようにする。
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５．放課後児童クラブの現状について
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放課後児童クラブの現状①
○登録児童数の規模別の状況 ○終了時刻の状況（平日）

○設置場所の状況 ○学年別登録児童数の状況

※平成２９年５月１日現在
（保育課（子育て支援課）健全育成推進室調）

（参考）１９年

登録児童数の人数規模別でみると、４５人までの
支援の単位が全体の約７３％を占めている。

１８時半を超えて開所しているクラブが全体の約５５％
を占めており、増加傾向にある。

設置場所では、学校の余裕教室が約２９％、学校
敷地内の専用施設が約２５％と小学校内での合計
が約５４％、児童館・児童センターが約１１％で
あり、これらで全体の約６５％を占めている。

小学１年生から３年生までで全体の約８２％を占めて
いる。また、小学４年生から６年生の占める割合は約
１６％から約１８％と増加傾向にある。

9人以下

742支援

の単位

（2.5%）

10人～19人

2,255支援の単位

（7.5%）

20人～35人

10,314支援の単

位

（34.4%）

36人～45人

8,562支援の単位

（28.5%）

46人～55人

4,187支援の単位

（14.0%）

56人～70人

2,632支援の単位

（8.8%）

71人以上
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（4.4%）
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（14.0%）

56人～70
人
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71人以上
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（参考）平成２８年
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2,637か

所

（11.2%）

公的施設

等

3,286か

所

（13.9%）

その他

5,017か

所

（21.2%）

（参考）平成２８年

17:00まで

101か所

（0.4%）
17：01～

18：00
5,501か所

（22.4%）

18：01～

18：30
5,491か所

（22.4%）

18：31～

19：00
11,713か所

（47.7%）

19:01以降

1,757か所

（7.2%） 17:00まで

118か所

（0.5%）

17：01～

18：00
5,815か所

（24.6%）

18：01～

18：30
5,451か所

（23.1%）

18：31～

19：00
10,509
か所

（44.5%）

19:01以降

1,717か所

（7.3%）

（参考）平成２８年

小学１年生

37.4万人
（32.0%）

小学２年生

33.1万人
（28.2%）

小学３年生

25.6万人
（21.8%）

小学４年生

12.6万人
（10.8%）

小学５年生

5.6万人
（4.8%）

小学６年生

2.7万人
（2.3%）

その他

0.06万人

（0.1%）

小学１年

生

35.6万人
（32.6%）

小学２年

生

31.5万人
（28.9%）

小学３年
生

24.1万人
（22.1%）

小学４年

生

11.0万人
（10.0%）

小学５年
生

4.7万人
（4.3%）

小学６年

生

2.3万人
（2.1%）

その他

0.06万人

（0.1%）

（参考）平成２８年

※平日に開所されているクラブ数（24,563）に対する割合

※平日に開所されているクラブ数（23,610）に対する割合
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放課後児童クラブの現状②

○設置・運営主体別実施状況 ○待機児童数の学年別の状況

○放課後児童支援員等の状況

常勤職員が全体の約２７％を占める。

①雇用形態別の人数 ②支援の単位あたりの人数

５人以上配置しているところが全体の約３７％を
占める。

常勤職員

32,479人
(26.6%)

非常勤職員

42,012人
(34.4%)

嘱託職員

7,886人
(6.5%)

パート・

アルバイト

36,322人
(29.7%)

その他
3,520人
(2.9%) ２人

5,780
支援の単位

(20.5%)

３人
6,553

支援の単位
(23.2%)

４人
5,557

支援の単位
(19.7%)

５人
10,308

支援の単位
(36.6%)

設置・運営主体別実施状況でみると、公立公営が
全体の約３５％、公立民営のクラブが約４６％、
民立民営が約１９％を占めている。

待機児童数の学年別の状況でみると、小学４年生以
上の占める割合は約４２％から約４５％へと増加して
いる。（小学１～４年生の各学年は、前年より減少）

※平成２９年５月１日現在
（保育課（子育て支援課）健全育成推進室調）

公立公営

8,662か所

（35.3%）

公立民営

11,176か所

（45.5%）

民立民営

4,735か所

（19.3%）

社会福祉法人 1,533か所（6.2％）

ＮＰＯ法人 754か所（3.1％）

運営委員会・
保護者会

1,458か所（5.9％）

その他 990か所（4.0％）

社会福祉法人 3,492か所（14.2％）

ＮＰＯ法人 1,457か所（5.9％）

運営委員会・
保護者会 3,667か所（14.9％）

その他 2,560か所（10.4％）

公立公営

8,735か

所

（37.0%）

公立民営

10,589か

所

（44.8%）

民立民営

4,295か

所

（18.2%）

社会福祉法人 1,393か所（5.9％）

ＮＰＯ法人 629か所（2.7％）

運営委員会・
保護者会 1,391か所（5.9％）

その他 882か所（3.7％）

社会福祉法人 3,342か所（14.1％）

ＮＰＯ法人 1,347か所（5.7％）

運営委員会・
保護者会 3,694か所（15.6％）

その他 2,206か所（9.4％）

（参考）平成２８年

（参考）平成２８年

（参考）平成２８年

小学１年生

2,976人
（17.3%）

小学２年生

2,252人
（13.1%）

小学３年生

4,237人
（24.7%）

小学４年生

4,928人
（28.7%）

小学５年生

2,077人
（12.1%）

小学６年生

700人
（4.1%）

小学１年

生

3,072人
（17.9%
）

小学２年
生

2,524人
（14.7%
）

小学３年
生

4,361人
（25.4%
）

小学４年

生

5,096人
（29.6%
）

小学５年

生

1,701人
（9.9%）

小学６年

生

449人
（2.6%）

（参考）平成２８年

常勤職員

35,632人

（27.1%）

非常勤職員

44,346人

（33.8%）
嘱託職員

8,285人

（6.3%）

パート・アルバイト

39,607人

（30.2%）

その他

3,466人

（2.6%）

2人

5,893支援の単位

（19.6%）

3人

6,749支援の単位

（22.5%）

4人

6,195支援の単位

（20.6%）

5人

11,166支援の単

位

（37.2%）
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６．総合的な放課後対策について
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新たな「放課後子ども総合プラン」の策定

政府における放課後対策に関する主な経緯

【平成26年５月28日：産業競争力会議 課題別会合】

～田村厚生労働大臣・下村文部科学大臣より「放課後子ども総合プラン」の策定方針を提示～

【平成26年６月24日：「日本再興戦略」改訂２０１４―未来への挑戦（閣議決定）】
いわゆる「小１の壁」を打破し次代を担う人材を育成するため、「待機児童解消加速化プラン」に加えて、「放課後子ども

総合プラン」を策定し、2019年度末までに30万人の放課後児童クラブの受け皿を拡大する。あわせて、１万か所以上の
場所で、放課後児童クラブと放課後子供教室の一体化を行う。

放課後子どもプランの推進（平成１９年度から実施）

放課後児童クラブ（厚生労働省）と放課後子供教室（文部科学省）の連携を推進

【主な成果】市町村毎の運営委員会への教育委員会及び福祉部局担当者の参画や、両事業の指導者研修の合同開催等
【主な課題】放課後児童クラブと放課後子供教室を別々に行うなど連携が不十分

平成26年７月31日 「放課後子ども総合プラン」の策定・公表（地方自治体に両省から通知）平成26年７月31日 「放課後子ども総合プラン」の策定・公表（地方自治体に両省から通知）

【平成26年５月22日：安倍総理大臣 一体型施設を視察】

放課後児童クラブと放課後子供室の一体型施設である、横浜市立中丸小学校「放課後キッズクラブ」を視察。視察

終了後、「放課後子どもプランを更に拡充し、５年間で放課後児童クラブの約３０万人分の受け皿を確保する」旨発言。

【平成26年３月19日：経済財政諮問会議・産業競争力会議 合同会議】

安倍総理から、「小１の壁」の打破のため、下村文部科学大臣、田村厚生労働大臣が協力し、両省の関連施策の一体

運用、学校の校舎の徹底活用などを検討し、学童保育等を拡大するためのプランの策定について指示。
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○共働き家庭等の「小1の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、
多様な体験・活動を行うことができるよう、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子供教室の計画的な整備等を進める

「放課後子ども総合プラン」の全体像

○平成31年度末までに
■放課後児童クラブについて、約30万
人分を新たに整備
（約90万人⇒約120万人）
・新規開設分の約80％を小学校内で実施
■全小学校区（約２万か所）で一体的
に又は連携して実施し、うち１万か
所以上を一体型で実施
（約600か所⇒１万か所以上）を目指す
※小学校外の既存の放課後児童クラブについても、
ニーズに応じ、余裕教室等を活用

※放課後子供教室の充実（約1万カ所⇒約2万カ所）

○平成31年度末までに
■放課後児童クラブについて、約30万
人分を新たに整備
（約90万人⇒約120万人）
・新規開設分の約80％を小学校内で実施
■全小学校区（約２万か所）で一体的
に又は連携して実施し、うち１万か
所以上を一体型で実施
（約600か所⇒１万か所以上）を目指す
※小学校外の既存の放課後児童クラブについても、
ニーズに応じ、余裕教室等を活用

※放課後子供教室の充実（約1万カ所⇒約2万カ所）

国全体の目標

○国は「放課後子ども総合プラン」に基
づく取組等について次世代育成支援
対策推進法に定める行動計画策定指
針に記載

○市町村及び都道府県は、行動計画策定
指針に即し、市町村行動計画及び都
道府県行動計画に、
・平成31年度に達成されるべき一体型の
目標事業量
・小学校の余裕教室の活用に関する具体
的な方策
などを記載し、計画的に整備
※行動計画は、子ども・子育て支援事業計画と
一体のものとして策定も可

○学校施設の活用に当たっての責任体制の明確化
・実施主体である市町村教育委員会又は福祉部局等に管理運営の責任の所在を明確化
・事故が起きた場合の対応等の取決め等について協定を締結するなどの工夫が必要

○学校施設の活用に当たっての責任体制の明確化
・実施主体である市町村教育委員会又は福祉部局等に管理運営の責任の所在を明確化
・事故が起きた場合の対応等の取決め等について協定を締結するなどの工夫が必要
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学校施設を徹底活用した実施促進

○余裕教室の徹底活用等に向けた検討
・既に活用されている余裕教室を含め、運営委員会等において活用の可否を十分協議
○余裕教室の徹底活用等に向けた検討
・既に活用されている余裕教室を含め、運営委員会等において活用の可否を十分協議

○放課後等における学校施設の一時的な利用の促進
・学校の特別教室などを学校教育の目的には使用していない放課後等の時間帯に活用するな
ど、一時的な利用を積極的に促進

○放課後等における学校施設の一時的な利用の促進
・学校の特別教室などを学校教育の目的には使用していない放課後等の時間帯に活用するな
ど、一時的な利用を積極的に促進

一体型の放課後児童クラブ及び放課後子供教室の実施

○一体型の放課後児童クラブ及び放課後子供教室の考え方
・全ての児童の安全・安心な居場所を確保するため、同一の小学校内等で両事業を実施し、共
働き家庭等の児童を含めた全ての児童が放課後子供教室の活動プログラムに参加できるもの

全ての児童が一緒に学習や体験活動を行うことができる共通のプログラムの充実
活動プログラムの企画段階から両事業の従事者・参画者が連携して取り組むことが重要
実施に当たっては、特別な支援を必要とする児童や特に配慮を必要とする児童にも十分留意
放課後児童クラブについては、生活の場としての機能を十分に担保することが重要である
ため、市町村が条例で定める基準を満たすことが必要

○放課後児童クラブ及び放課後子供教室が小学校外で実施する場合も両事業を連携
・学校施設を活用してもなお地域に利用ニーズがある場合には、希望する幼稚園など
の社会資源の活用も検討

・現に公民館、児童館等で実施している場合は、引き続き当該施設での実施は可能

市町村及び都道府県の体制等

○市町村には「運営委員会」、都道府県には「推進委員会」を設置し、教育委員会と福祉部局の連携を強化
○「総合教育会議」を活用し、首長と教育委員会が、学校施設の積極的な活用など、総合的な放課後対策の在り方について十分協議

※国は「放課後子ども総合プラン」に基づく市町村等の取組に対し、必要な財政的支援策を毎年度予算編成過程において検討

趣旨・目的

市町村及び都道府県の取組

放課後児童クラブ及び放課後子供教室の連携による実施

（平成２６年７月３１日策定・公表）
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○共働き家庭等の「小１の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、
多様な体験・活動を行うことができるよう、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子供教室の計画的な整備等を進める

１ 趣旨・目的

○平成31年度末までに、以下を実施することを目指す
・放課後児童クラブについて、約30万人分を新たに整備
・全小学校区（約２万か所）で放課後児童クラブと放課後子供教室を一体的に又は連携して実施し、うち１万か所以上を一体型で実施

○新たに開設する放課後児童クラブの約80％を小学校内で実施することを目指す
※小学校外の既存の放課後児童クラブについても、ニーズに応じ、余裕教室等を活用

○「運営委員会」を設置し、教育委員会と福祉部局が連携を深め、学校施設の使用計画・活用状況等について十分に協議を行うとともに、
両者が責任を持つ仕組みとなるよう、適切な体制づくりに努める

２ 国全体の目標

○国は「放課後子ども総合プラン」に基づく取組等について次世代育成支援対策推進法に定める行動計画策定指針に記載
○市町村及び都道府県は、行動計画策定指針に即し、市町村行動計画及び都道府県行動計画に以下を盛り込む

※行動計画の策定に当たっては、子ども・子育て支援事業計画と一体のもとして策定することも可

（市町村）
・放課後児童クラブの平成31年度に達成されるべき目標事業量
・一体型の放課後児童クラブ及び放課後子供教室の平成31年度に達成されるべき目標事業量
・放課後子供教室の平成31年度までの整備計画
・放課後児童クラブ及び放課後子供教室の一体的な、又は連携による実施に関する具体的な方策
・小学校の余裕教室等の活用に関する具体的な方策
・教育委員会と福祉部局の具体的な連携に関する方策 等

（都道府県）
・地域の実情に応じた研修の実施方法、実施回数

等（研修計画）
・教育委員会と福祉部局の具体的な連携に関する

方策 等

３ 事業計画

４ 市町村の体制、役割等

「放課後子ども総合プラン」概要

○管内・域内における放課後対策の総合的な在り方についての検討の場として「推進委員会」を設置
○放課後児童支援員となるための研修のほか、両事業の従事者・参画者の資質向上等を図るため、合同の研修を開催

５ 都道府県の体制、役割等

（平成２６年７月３１日策定・公表）
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（１）学校施設を活用した放課後児童クラブ及び放課後子供教室の実施促進

（２）一体型の放課後児童クラブ及び放課後子供教室の実施

①学校施設の活用に当たっての責任体制の明確化

○実施主体は学校ではなく、市町村の教育委員会、福祉部局等となり、これらが責任を持って管理運営に当たる

○事故が起きた場合の対応等の取決め等について、あらかじめ教育委員会と福祉部局等で協定を締結するなどの工夫が必要

②余裕教室の活用促進

○余裕教室の徹底活用等に向けた検討
・優先的な学校施設の活用が求められている中、運営委員会等において、各学校に使用できる余裕教室等がないかを十分協議
・既に活用されている余裕教室についても、改めて、放課後対策に利用できないか、検討することが重要
・市町村教育委員会は、その使用計画や活用状況等について公表するなど、学校施設の活用に係る検討の透明化を図る

○国庫補助を受けて整備された学校施設を転用する場合の財産処分手続等
・放課後等に一時的に学校教育以外の用途に活用する場合は、財産処分には該当せず手続は不要となるため、積極的な活用を検討

③放課後等における学校施設の一時的な利用の促進

・学校の特別教室、図書館、体育館、校庭等のスペースや、既に学校の用途として活用されている余裕教室を、学校教育の目的には

使用していない放課後等の時間帯について放課後児童クラブ及び放課後子供教室の実施場所として活用するなど、一時的な利用を

積極的に促進

６ 市町村における放課後児童クラブ及び放課後子供教室の実施

①一体型の放課後児童クラブ及び放課後子供教室の考え方

・一体型の放課後児童クラブ及び放課後子供教室とは、全ての児童の安全・安心な居場所を確保するため、同一の小学校内等で両事
業を実施し、共働き家庭等の児童を含めた全ての児童が放課後子供教室の活動プログラムに参加できるもの

・活動プログラムの企画段階から両事業の従事者・参画者が連携して取り組むことが重要
・放課後児童クラブについては、一体型として実施する場合でも、生活の場としての機能を十分に担保することが重要であるため、
市町村が条例で定める基準を満たすことが必要

②一体型の放課後児童クラブ及び放課後子供教室の留意点

○全ての児童の安全・安心な放課後等の居場所の確保

・両事業を小学校内で実施することにより、共働き家庭等の児童の生活の場の確保と、全ての児童の放課後等の多様な活動の場を

確保することが必要。実施に当たっては、特別な支援を必要とする児童や特に配慮を必要とする児童にも十分留意

○全ての児童を対象とした多様な学習・体験活動のプログラムの充実

・共働き家庭等の児童を含めた全ての児童が一緒に学習や体験活動を行うことができる共通のプログラムの充実
・両事業の従事者・参画者が連携して情報を共有し、希望する放課後児童クラブの児童がプログラムに参加できるよう、十分留意
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（３）放課後児童クラブ及び放課後子供教室の連携による実施

（４）学校・家庭と放課後児童クラブ及び放課後子供教室との密接な連携

（５）民間サービスを活用した多様なニーズへの対応

○学校施設を活用してもなお地域に利用ニーズがある場合等については、希望する幼稚園などの地域の社会資源の活用も検討し、小学
校外での整備も可能

○現に公民館、児童館等で実施している場合は、保護者や地域のニーズを踏まえ、引き続き当該施設で実施可
○一体型でない放課後児童クラブ及び放課後子供教室についても、両事業の児童が交流できるよう連携して実施

○学校関係者と放課後児童クラブ及び放課後子供教室の関係者との間で迅速な情報交換・情報共有を図るなど、事業が円滑に進むよう、
十分な連携・協力が必要

○両事業を小学校内で実施することにより、小学校の教職員と両事業の従事者・参画者の距離が近く、連携が図りやすい環境にあるこ
とを生かし、日常的・定期的に情報共有を図り、一人一人の児童の状況を共有の上、きめ細かに対応するよう努める

○保護者との連絡帳のやりとりや日常的・定期的な対話等を通じて、家庭とも密接に連携し、児童の成長を共有していくことが重要
○学校・家庭と放課後児童クラブ及び放課後子供教室の関係者の連携に当たっては、小学校区ごとに協議会を設置する等、情報共有を
図る仕組みづくりを併せて進めることが望ましい

○児童の放課後活動について、サービスの水準・種類に対する多様なニーズを満たすため、地域における民間サービスを活用し、公的
な基盤整備と組み合わせることが適当

○平成27年４月からの新たな教育委員会制度において全ての地方公共団体に設けられる、首長と教育委員会を構成員とする総合教育会議で
の協議事項の１つとして、教育委員会と福祉部局と連携した総合的な放課後対策について取り上げることも想定

○総合教育会議を活用し、首長と教育委員会が、総合的な放課後対策の在り方について十分協議し、学校施設の積極的な活用や、放課後児
童クラブ及び放課後子供教室の一体的な、又は連携による実施の促進を図っていくことも重要

○「放課後子ども総合プラン」に基づく市町村等の取組に対し、必要な財政的支援策を毎年度予算編成過程において検討

○効果的な事例の収集・提供等を通じて地域の取組の活性化を図る

７ 総合教育会議の活用による総合的な放課後対策の検討

８ 市町村等の取組に対する支援
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「放課後子ども総合プラン」の推進

実施場所
小学校 ５4．0％、その他（児童館、公的施設な
ど）４６．0％（平成２９年５月）

実施か所数
(クラブ児童数)

２４，５７３か所（1,171,162人）（平成２9年５月）１７，６１５か所（平成２９年９月）

趣 旨

小学校 ６９．１％、その他（公民館、中学校な
ど）３０．９％（平成２９年９月）

すべての子供を対象として、学習支援や多様なプロ
グラムを実施

共働き家庭などの小学校に就学している児童を対象として、
放課後に適切な遊びや生活の場を提供

放課後子供教室 （文部科学省） 放課後児童クラブ （厚生労働省）

Ｈ30予算 60.1億円の内数 799.7億円

○共働き家庭等の「小1の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、全ての就学児童が放課後
等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、一体型を中心とした放課後児童クラブ
及び放課後子供教室の計画的な整備等を進める

趣旨・目的

■放課後児童クラブについて、約30万人分
を新たに整備（約94万人⇒約122万人）

■新規開設分の約80％を小学校内で実施

取組の現状

以上を一体型で実施

■全小学校区（約２万か所）で両事業を一
体的に又は連携して実施し、うち１万か所
以上を一体型で実施

【４つの推進方策】

○市町村行動計画等に
基づく計画的な整備

○学校施設の徹底活用

○共通プログラムの充実

○総合教育会議の活用
による総合的な
放課後対策の充実

（平成２６年７月３１日策定・公表）

「放課後子ども総合プラン」に掲げる
国全体の目標（平成３１年度末まで）

今後の方向性

「放課後子ども総合プラン」に
基づく2019年度末までの約
30万人分の新たな受け皿確
保を、2018年度までに前倒
しする。

新しい経済政策パッケージ
（平成29年12月8日閣議決定）

【抜粋】

新しい経済政策パッケージ
（平成29年12月8日閣議決定）

【抜粋】

（一体型）4，554カ所（平成２9年５月）
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○共働き家庭等も含めた全ての就学児童を対象に、共通の活動場所において多様な共通プログラムを実施
○活動場所は学校の余裕教室や特別教室（家庭科室や理科室、ランチルーム等）、学校敷地内の専用施設等の
安心・安全な活動場所を活用

１７：００まで

一体型のイメージ

一体型とは

家 庭

児童の放課後の
様子や学校での
様子などについ
て、日常的・定
期的に情報共有

【放課後児童クラブの児童も含めた
全ての児童を対象とする共通プログラムの実施】

・学習支援（宿題の指導、予習・復習、補充学習等）
・多様な体験プログラム（実験・工作教室、英会話、文化・芸術教室等）
・スポーツ活動（野球、サッカー、一輪車）など

プログラムを実施する際は
体育館や特別教室などの

学校施設も活用

一体型の放課後児童クラブ・放課後子供教室の取組（ある自治体の例を参考に作成）

※放課後子供教室については、各地域の実情等に応じて開催

学校の教職員
【学校の敷地内等にて実施】

＊希望する全ての児童を対象

学習支援など
多様な

プログラムの
実施

放課後子供教室 （学習・体験活動の場）放課後児童クラブ （生活の場）

＊共働き世帯等の児童を対象

健康管理

余暇指導

生活支援
希望する
放課後

児童クラブ
の児童も参加

連 携

連 携

１９：００まで

○宿題、遊び、休息など、児童の体調、日課
等に合わせて自主的に過ごす

○基本的生活習慣についての援助、自立に
向けた手助け

○おやつの提供

授業終了後

・連絡帳のやりとり
・お迎え時の日常的な会話
・養育に関する相談支援 など
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ニッポン一億総活躍プラン（抜粋） 平成２８年６月２日 閣議決定

３．「希望出生率1.8」に向けた取組の方向

（１）子育て・介護の環境整備

（放課後児童クラブ・放課後子供教室の整備及び一体実施）

共働き家庭等のいわゆる小１の壁を打破するとともに次代を担う人材を育成するため、平成31年度末

（2019年度末）までに放課後児童クラブ30万人の追加的な受け皿整備を進め、全小学校区に当たる約２万

か所で放課後児童クラブと放課後子供教室を連携して事業実施し、その半分に当たる約１万か所で一体と

して事業実施する。さらに、放課後児童クラブについて、経験等に応じた職員の処遇改善や業務負担軽減

対策を進めるとともに、追加的な受け皿整備を平成30年度末（2018年度末）に前倒して実現するための方

策を検討する。なお、処遇改善に当たっては、予算措置が執行面で適切に賃金に反映されるようにする。

新しい経済政策パッケージ（抜粋） 平成２９年１２月８日 閣議決定

第２章 人づくり革命

２．待機児童の解消

（放課後子ども総合プラン）

「放課後子ども総合プラン」に基づく2019年度末までの約30万人分の新たな受け皿の確保を、来年度ま

でに前倒しする。さらに、状況を踏まえ、その後の在り方について検討する。
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「ニッポン一億総活躍プラン」10年先の未来を見据えたロードマップ（抜粋）
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第２章 力強い経済成長の実現に向けた重点的な取組

１．人づくり革命の実現と拡大

（１）人材への投資

① 幼児教育の無償化

（放課後子ども総合プラン）
女性の就業率の上昇や保育ニーズの高まりを踏まえ、2023年度末までに放課後児

童クラブの約30万人分の更なる受け皿拡大や育成支援の内容の質の向上などを内容
とする新たなプランを今夏に策定する。

経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年６月15日 閣議決定）（抄）
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１．設置の趣旨

放課後児童クラブについては、女性就業率の上昇に伴い利
用児童数が増加の一途にある中、量の拡充に加え、質の確保
などのニーズへの対応等が課題となっている。こうした状況を
踏まえ、今後の放課後児童クラブのあり方を含め、放課後児童
対策について検討するため、社会保障審議会児童部会に「放
課後児童対策に関する専門委員会」（以下「専門委員会」とい
う。）を設置する。

２．構成等
（１）専門委員会委員は別紙参照のこと。
（２）専門委員会には委員長を置く。

（３）専門委員会は、委員長が必要があると認めるときは、関係
者の参加を求めることができる。

（４）専門委員会の庶務は、厚生労働省子ども家庭局子育て支
援課において処理する。

３．主な検討事項
（１）放課後児童対策について
（２）その他

４．その他

（１）委員会は原則公開とする。

社会保障審議会児童部会「放課後児童対策に関する専門委員会」社会保障審議会児童部会「放課後児童対策に関する専門委員会」
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委員一覧

平成30年5月15日現在

氏 名 所 属

赤堀 正美 静岡県健康福祉部こども未来局こども未来課長

安部 芳絵 工学院大学 教育推進機構教職課程科 准教授

池本 美香 株式会社日本総合研究所主任研究員

植木 信一 新潟県立大学人間生活学部子ども学科教授

小野 さとみ
特定非営利活動法人 町田市学童保育クラブの会
わんぱく学童保育クラブ 施設責任者兼放課後児童支援員

◎ 柏女 霊峰 淑徳大学総合福祉学部教授

金藤 ふゆ子 文教大学人間科学部人間学科教授

清水 利昭 三鷹市子ども政策部児童青少年課長

清水 将之 淑徳大学短期大学部こども学科准教授

田中 雅義 新潟県聖籠町教育委員会子ども教育課長

中川 一良 京都市北白川児童館館長

野中 賢治 一般財団法人児童健全育成推進財団企画調査室長

山田 和江 学童クラブ「清明っ子」 代表兼放課後児童支援員

（敬称略、五十音順）
【注】◎は委員長

【開催実績】
第１回 平成29年11月８日 第２回 平成29年11月20日 第３回 平成29年12月４日 第４回 平成30年１月29日
第５回 平成30年２月８日 第６回 平成30年２月27日 第７回 平成30年３月19日 第８回 平成30年４月20日
第９回 平成30年５月15日 第10回 平成30年６月４日



７．平成30年度予算について
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事 項 事 業 内 容
平成30年度

予算案

（参考）
平成29年度

予算額国分 地方分

子ども・子育て支援
子ども・子育て支援新制度の実施 6,526 2,985 3,541 6,526
社会的養護の充実 416 208 208 416
育児休業中の経済的支援の強化 17 10 6 17

医
療
・
介
護

医療・介護サービス
の提供体制改革

病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等

・ 地域医療介護総合確保基金（医療分）

・ 診療報酬改定における消費税財源等の活用分

934

473

622

335

311

138

904

442
地域包括ケアシステムの構築

・ 地域医療介護総合確保基金（介護分）

・ 平成27年度介護報酬改定における消費税財源の活用分

（介護職員の処遇改善等）

・ 在宅医療・介護連携、認知症施策の推進など地域支援事業の充実

724
1,196

434

483
604

217

241
592

217

724
1,196

429

医療・介護保険
制度の改革

国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充 612 0 612 612

国民健康保険への財政支援の拡充

・ 低所得者数に応じた自治体への財政支援 1,664 832 832 1,664

・ 保険者努力支援制度等
（基金取り崩し分による措置を含めた総額）

1,527
（1,697）

1,527 0 800

・ 財政安定化基金の造成 160 160 0 1,100

被用者保険の拠出金に対する支援 700 700 0 700
70歳未満の高額療養費制度の改正 248 217 31 248
介護保険の１号保険料の低所得者軽減強化 246 123 123 221

難病・小児慢性
特定疾病への対応

難病・小児慢性特定疾病に係る公平かつ安定的な制度の運用 等 2,089 1,044 1,044 2,089

年 金
年金受給資格期間の25年から10年への短縮 644 618 26 256
遺族基礎年金の父子家庭への対象拡大 50 47 3 44

合 計 18,659 10,732 7,927 18,388

平成30年度における「社会保障の充実」（概要）

（注１） 金額は公費（国及び地方の合計額）。計数は、四捨五入の関係により、端数において合計と合致しないものがある。

（注２） 消費税増収分（1.35兆円）と社会保障改革プログラム法等に基づく重点化・効率化による財政効果（▲0.51兆円）を活用し、上記の社会保障の充実（1.87兆円）の財源を確保。
（注３） 保育士の処遇改善については、「社会保障の充実」における全職員を対象とした３％の処遇改善を実施（平成27年度）。このほか、「社会保障の充実」とは別に、平成29年度から全職員を対象とした

２％の処遇改善を行うとともに技能・経験に応じた月額最大４万円の処遇改善を行うなど、取組を進めている。

（注４） 「子ども・子育て支援新制度の実施」の国分については全額内閣府に計上。

（注５） 「育児休業中の経済的支援の強化」の国分のうち、雇用保険の適用分（10億円）は厚生労働省、国共済組合の適用分（0.2億円）は各省庁に計上。
（注６） 平成29年度に特例的に積み立てた財政安定化基金の一部も活用して、保険者努力支援制度等の支援に必要な約1,700億円は確保。

（注４）

（注５）

（単位：億円）

（注６）

（注３）
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項目 内容
平成25年度→29年度所

要額
備考

放課後児童クラブ事業の充実

「小一の壁」の解消
（１８時半を超えて開所するクラブに常勤職員１名
を配置）
※まずは取組内容に応じて常勤職員１名を配置す
るための追加費用又は非常勤職員１名の処遇改
善に必要な費用のいずれかを支援
→常勤1名を配置するための追加費用

４０６億円程度
（２７０億円程度）

・平成26年度予算
（１８時半を超えて開所す

るクラブに非常勤職員１
名の処遇改善に必要な
費用を支援 １５４億円）

５人以上の障害児を受け入れた場合に、障害児対
応職員１名を追加配置

２０億円程度

大都市に所在し、待機児童が５人以上いるクラブ
が分割して運営するために必要な賃借料を補助

１８億円程度

１９人以下のクラブについて、非常勤職員１名を追
加配置

１４億円程度 ・基準

常勤職員の処遇改善（経験年数に応じて加算） ３９億円程度

３．質の向上（地域子ども・子育て支援事業関係）

：項目のうち全額が「0.7兆円の範囲で実施する事項」に含まれているもの

：項目の一部が「0.7兆円の範囲で実施する事項」に含まれているもの

内容欄の「※」は「0.7兆円の範囲で実施する事項」における内容、

所要額欄の括弧は「0.7兆円の範囲で実施する事項」における所要額

子ども・子育て支援の量的拡充と質の向上（所要額）

～平成２６年３月２８日 子ども・子育て会議において整理された内容（抜粋）～
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子ども・子育て支援交付金について

【事業概要】

市町村子ども・子育て支援事業計画に従って実施される利用者支援事業、放課後児童健全育成事業（放課後児童ク
ラブ）、一時預かり事業等の地域子ども・子育て支援事業を実施する市町村に対し、事業を実施するために必要な費用
に充てるため交付金を交付する。

＜30年度における主な充実の内容＞

◇放課後児童クラブの拡充
「放課後子ども総合プラン」に掲げる放課後児童クラブの2019年度末までの約30万人分の新たな受け皿の確保を来

年度までに前倒しして実施するため、放課後児童クラブの受入児童数の拡大を図る。

◇幼稚園における２歳児等の受入れ推進
「子育て安心プラン」に基づき、一時預かり事業（幼稚園型）により、幼稚園において保育を必要とする２歳児を定期的

に預かる仕組みを創設するとともに、３～５歳児に対する預かり保育の長時間化等を推進するための補助の拡充を行う。

※ 妊婦健診については従前どおり（市町村１０／１０）

【実施主体】：市町村（特別区含む） 【補助率】 ：１／３ （国：１／３、都道府県：１／３、市町村：１／３）

事業概要等

①利用者支援事業
②延長保育事業
③実費徴収に係る補足給付を行う事業
④多様な事業者の参入促進・能力活用事業
⑤放課後児童健全育成事業
⑥子育て短期支援事業
⑦乳児家庭全戸訪問事業

⑧養育支援訪問事業
⑨子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
⑩地域子育て支援拠点事業
⑪一時預かり事業
⑫病児保育事業
⑬子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・

センター事業）

対象事業等

内閣府所管
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子ども・子育て支援整備交付金について

市町村が、放課後児童クラブ及び病児保育事業を整備するために要する経費の一部を補助する。

（１）放課後児童クラブ整備費
子ども・子育て支援法における市町村子ども・子育て支援事業計画及び放課後子ども総合プランに基づき、放課後

児童クラブを整備するために要する経費の一部を補助する。

（２）病児保育施設整備費
病児保育事業を実施するために必要となる施設・設備整備に要する経費の一部を補助する。

事業概要

【実施主体】 市町村（特別区含む）

【補助対象事業者】 市町村、社会福祉法人、学校法人、公益法人 等

【補助率】

（１）放課後児童クラブ整備費
国：１／３ 都道府県、市町村：各１／３
国：２／９ 都道府県、市町村：各２／９ 社会福祉法人等：１／３

注：放課後児童クラブや保育園等の待機児童が発生している、又は待機児童解消加速化プランに参加して
いる場合は、補助率の嵩上げを実施

国：２／３ 都道府県、市町村：各１／６
国：１／２ 都道府県、市町村：各１／８ 社会福祉法人等：１／４

（２）病児保育施設整備費
国：１／３ 都道府県、市町村：各１／３
国：３/１０ 都道府県、市町村：各３／１０ 社会福祉法人等：１／１０

実施内容等

２９年度予算 １６３億円 → ３０年度予算 １６８億円
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○ 「新しい経済政策パッケージ」（平成29年12月８日閣議決定）を踏まえ、「放課後子ども総合
プラン」に掲げる放課後児童クラブの2019年度末までの約30万人分の新たな受け皿の確保
を2018年度末までに１年前倒しして実施するため、施設整備費の補助率嵩上げを継続し、
放課後児童クラブの受入児童数の拡大を図る。

○ 実施主体：市町村（特別区を含む）

運営費の負担の考え方

1 / 3

1 / 3

1 / 3
国

1 / 6
都道府県

1 / 6
市町村

1 / 6

保護者
1 / 2

※国(1/6)は事業主拠出金財源

放課後児童クラブ関係予算のポイント

平成30年度予算の主な内容

１ 施設整備費の国庫補助率嵩上げ 【2016（平成28）年度からの継続】

○公立の場合：（嵩上げ前）国１／３、都道府県１／３、市町村１／３
→（嵩上げ後）国２／３、都道府県１／６、市町村１／６

２ 放課後児童クラブ運営費

（１）放課後子ども環境整備事業

既存施設を活用して、新たに放課後児童クラブを実施するため
の改修等の補助。

（２）放課後児童クラブ支援事業

障害児受入れクラブへの専門的知識等を有する職員の配置や
量的拡充のための市町村の支援策等に対する補助。

（３）障害児受入強化推進事業

障害児を３名以上受け入れた場合の加配職員及び医療的ケ
ア児に対する支援に必要な専門職員の配置等に要する経費の
補助。

（４）小規模放課後児童クラブ支援事業

19人以下の小規模クラブにおける職員の複数配置の経費補助。

（５）放課後児童支援員の処遇改善

▶18:30を超えて開所するクラブに対し、放課後児童支援員等
の処遇改善経費の補助。

▶放課後児童支援員の勤続年数や研修実績等に応じた処遇
改善に要する経費の補助。

（参考）

113.9万人
（予算）

93.6万人
（実績）

平成26年度 27年度

110.6万人
（予算）

121.7万人
約30万
人分

市町村子ども・子育て支援事業計画の期間（平成27～31年度）

（※）平成31年度の数値は、潜在ニーズも含めた利用ニーズ（「量の見込み」）の全国集計値

28年度

117.8万人
（予算）

121.7万人
（計画前倒し）

（予算）
約3.9万人分

30年度29年度 31年度

平成２９年度予算 ７２５．３億円 → 平成３０年度予算 ７９９．７億円（＋７４．４億円）
（うち、子ども・子育て支援交付金 平成３０年度予算 ６５５．７億円（＋６８．０億円））
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（参考）

113.9万人
（予算）93.6万人

（実績）

平成26年度
（2014年度）

27年度
（2015年度）

110.6万人
（予算）

121.7万人

約30万
人分

市町村子ども・子育て支援事業計画の期間（平成27～31年度）

（※）平成31年度の数値は、潜在ニーズも含めた利用ニーズ（「量の見込み」）の全国集計値

28年度
（2016年度）

117.8万人
（予算）

121.7万人
（計画前倒し）

（予算）

30年度
（2018年度）

29年度
（2017年度）

31年度
（2019年度）

○放課後児童クラブの拡充
（平成29年度当初予算額） （平成30年度予算）

７２５．３億円 → ７９９．７億円

「新しい経済政策パッケージ」（平成29年12月８日閣議決定）に基づき、「放課後子ども総合プラン」に掲
げる放課後児童クラブの2019年度末までの約30万人分の新たな受け皿の確保を2018年度末までに１年
前倒しして実施するため、施設整備費の補助率嵩上げを継続し、放課後児童クラブの受入児童数の拡大を
図る。

≪参考≫新しい経済政策パッケージ

「放課後子ども総合プラン」に基づく2019年度末までの約30万人分の新たな受け皿の確保を、来年度までに前倒しす
る。さらに、状況を踏まえ、その後の在り方について検討する。
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１．運営費等 ６５５．７億円（５８７．８億円）

（１）量的拡充（「放課後子ども総合プラン」による量的拡充のための市町村への支援策の充実）
① 放課後児童健全育成事業（運営費）

（ア）事業内容
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室、

児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るために要する費用の補助を行う。

（イ）補助基準額：４，３０６千円（４，３０６千円） ※児童数36～45人の場合

② 放課後子ども環境整備事業
ア 放課後児童クラブ設置促進事業
（ア）事業内容

放課後児童クラブ設置促進事業（小学校の余裕教室や民家・アパート等の既存施設の改修、設備の整備・修繕及び
備品の購入を行う事業）の補助を行う。

（イ）補助基準額：１２，０００千円（１２，０００千円）

イ 一体型の放課後児童クラブ・放課後子供教室の推進
（ア）事業内容

小学校の余裕教室を改修等して放課後児童クラブを設置するとともに放課後子供教室と一体的に実施する場合に

は、放課後児童クラブ設置促進費及び放課後児童クラブ環境改善費に加えて、一体的に実施する際に必要となる設

備の整備・修繕及び備品の購入に係る経費の上乗せ補助を行う。

［（※）次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画への一体型の目標事業量等の記載を補助要件とする。］

（イ）補助基準（加算）額：１，０００千円（１，０００千円）

※ 上記各事業の補助率：国１／３、都道府県１／３、市町村１／３

子ども・子育て支援交付金（内閣府所管）：
１，１８８億円の内数（１，０７６億円の内数）
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ウ 幼稚園・認定こども園等の活用の促進
（ア）事業内容

幼稚園、認定こども園等を活用して、放課後児童クラブの設置促進を図るために必要となる小学生向けの遊具等を購

入等するための環境改善経費（設備の整備・修繕及び備品の購入）の補助を行う。

［（※）次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画への一体型の目標事業量等の記載を補助要件とする。］

（イ）補助基準額：５，０００千円（５，０００千円）

③ 放課後児童クラブ障害児受入推進事業
（ア）事業内容

放課後児童クラブにおける障害児の受入れを推進するため、必要となる専門的知識等を有する職員の配置に要する
経費の補助を行う。

（イ）補助基準額：１，７９６千円（１，７96千円）

④ 放課後児童クラブ運営支援事業
ア 賃借料補助
（ア）事業内容

放課後児童クラブにおける待機児童の解消を図るための措置として、待機児童が存在している地域等において、学校

敷地外の民家・アパート等を活用して放課後児童クラブを平成27年度以降に新たに運営するために必要な賃借料の

補助を行う。

［（※）次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画への一体型の目標事業量等の記載を補助要件とする。］

（イ）補助基準額：２，９９６千円（２，９９６千円）

イ 移転関連費用補助
（ア）事業内容

放課後児童クラブにおける待機児童の解消を図るための措置として、待機児童が存在している地域等において、学校
敷地外の民家・アパート等から、より広い場所に放課後児童クラブを移転して、受入児童数を増やすことができるよう、そ
の移転に係る経費の補助を行う。

（イ）補助基準額：２，５００千円（２，５００千円）

※ 上記各事業の補助率：国１／３、都道府県１／３、市町村１／３ 85



ウ 土地借料補助
（ア）事業内容

放課後児童クラブにおける待機児童の解消を図るための措置として、待機児童が存在している地域等において、学校
敷地外の土地を活用して、放課後児童クラブを設置する際に必要な土地借料への補助を行う。

（イ）補助基準額：６，１００千円（６，１００千円）

（ウ）補助対象：施設整備費の対象となる市町村、社会福祉法人、学校法人、公益法人、株式会社、ＮＰＯ法人等以外の

民間団体等

⑤ 放課後児童クラブ送迎支援事業
（ア）事業内容

授業終了後に学校敷地外の放課後児童クラブに移動する際に、子どもの安全・安心を確保するため、地域において
子どもの健全育成等に関心を持つ高齢者や主婦等の活用等による送迎支援を行うために必要な経費の補助を行う。

（イ）補助基準額：４６６千円（４６６千円）

（２）質の向上

① 放課後児童支援員等処遇改善等事業

（ア）事業内容
保育所との開所時間の乖離を縮小し、保育の利用者が就学後も引き続き放課後児童クラブを円滑に利用できるよう

に、18時半を超えて開所する放課後児童クラブにおいて、
（ⅰ）家庭、学校等との連絡及び情報交換等を行い、いずれかの業務に従事する職員を配置する場合に、当該職員の

賃金改善に必要な経費の補助を行う。

（ⅱ）または、（ⅰ）に加え、地域との連携、協力等を行い、いずれかの業務に従事する職員を配置し、うち１名以上を常

勤職員とする場合に、当該職員の賃金改善経費を含む常勤職員を配置するために必要な経費の補助を行う。

（イ）補助基準額：（ⅰ）１，５７５千円 （１，５４１千円） （ⅱ）３，０１２千円（２，９０４千円）

※ 上記各事業の補助率：国１／３、都道府県１／３、市町村１／３
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② 障害児受入強化推進事業

（ア）事業内容
障害児受入推進事業による職員１名の加配に加え、障害児３人以上の受入れを行う場合に、追加で職員１名を加配

するための経費の補助を行うとともに、医療的ケア児に対する支援に必要な専門職員（看護師等）の配置等に要する経

費の補助を行う。

（イ）補助基準額：１，７９６千円（１，７９６千円）
※医療的ケア児がいる場合の支援 ３，８４７千円（３，８４７千円）

③ 小規模放課後児童クラブ支援事業

（ア）事業内容
「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」では、放課後児童支援員等の２人以上の配置を基本と

しているため、19人以下の小規模クラブについて、複数配置して運営することが可能となるよう、必要な経費の補助を

行う。

（イ）補助基準額：５５９千円（５５９千円）

※ 上記各事業の補助率：国１／３、都道府県１／３、市町村１／３
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（３）その他（放課後児童支援員の経験等に応じた処遇改善）

○ 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業

（ア）事業内容
放課後児童クラブに従事する放課後児童支援員について、勤続年数や研修実績等に応じた賃金改善に要する費用

を補助する。

（ⅰ）放課後児童支援員を対象に年額12万5千円（月額約1万円）

（ⅱ）経験年数が概ね５年以上の放課後児童支援員で、一定の研修を修了した者を対象に（ⅰ）と合わせて

年額25万1千円（月額約２万円））

（ⅲ）経験年数が概ね10年以上の事業所長（マネジメント）的立場にある放課後児童支援員を対象に（ⅱ）と合わせて

年額37万7千円（月額約３万円））

（イ）補助基準額：（ⅰ）１２５千円（１２４千円）［１人当たり年額］

（ⅱ）２５１千円（２４８千円）［１人当たり年額］

（ⅲ）３７７千円（３７2千円）［１人当たり年額］

※ 上記各事業の補助率：国１／３、都道府県１／３、市町村１／３
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２．施設整備費 １４３．９億円（１３７．５億円）

市町村が、子ども・子育て支援法に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画及び「放課後子ども総合プラン」に位置付けた
放課後児童クラブの整備を行うための経費に対する補助を行う。

①実施主体：市町村

②補助対象事業者：市町村、社会福祉法人、学校法人、公益法人、株式会社、ＮＰＯ法人等

③補助基準額：
ア 放課後子ども総合プランに基づく学校敷地内での創設整備の場合 ５３，１２４千円（５１，４２６千円）

［（※）次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画への一体型の目標事業量等の記載を補助要件とする。］
イ 上記以外の場合：２６，５６２千円（２５，７１３千円）
ウ 土地借料加算 ： ６，１００千円（ ６，１００千円）

④補助率：

注：放課後児童クラブや保育所等の待機児童が発生している、又は子育て安心プラン実施計画の採択を受けている
場合は、補助率の嵩上げを実施（平成28年度～）

子ども・子育て支援整備交付金（内閣府所管）：
１６８億円の内数（１６３億円の内数）

【公立の場合】国：１／３、都道府県１／３、市町村１／３

【民立の場合】国：２／９、都道府県２／９、市町村２／９、社会福祉法人等１／３

【公立の場合】国：２／３、都道府県１／６、市町村１／６
【民立の場合】国：１／２、都道府県１／８、市町村１／８、社会福祉法人等１／４
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３．その他（放課後児童支援員等研修関係）

（１）職員の資質向上・人材確保等研修事業
①放課後児童支援員認定資格研修事業
（ア）事業内容

「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」に基づき、放課後児童クラブに従事する放課後児童支援
員として認定されるために修了が義務づけられている都道府県知事が行う研修（認定資格研修）を実施するために必要と
なる経費の補助を行う。

（イ）実施主体：都道府県（一部委託可）

（ウ）補助基準額：厚生労働大臣が認めた額

（エ）補助率：国１／２、都道府県１／２

（オ）その他：放課後児童クラブに従事している者が認定資格研修を受講する際の代替職員の雇上げ等経費については、
運営費に計上。

②放課後児童支援員等資質向上研修事業

（ア）事業内容
平成27年３月に取りまとめられた「放課後児童クラブに従事する者の研修体系の整理－放課後児童クラブの質の向上の

ための研修企画検討会まとめ－」において、放課後児童支援員等の経験年数やスキルに応じた適時適切な研修体系にし
ていくことが、事業全体の質の向上を図る上でも必要とされていることから、都道府県等が現任の従事者向けの研修を実施
するために必要な経費の補助を行う。

（イ）実施主体：都道府県、市町村（特別区を含む。以下同じ。）（委託可）

（ウ）補助基準額：厚生労働大臣が認めた額

（エ）補助率：国１／２、都道府県・市町村１／２

（オ）その他：放課後児童クラブに従事している者が当該研修を受講する際の代替職員の雇上げ等経費については、運営費
に計上

子ども・子育て支援対策推進事業費補助金（職員の資質向上・人材確保等研修）：
２２．１億円の内数（２８．１億円の内数）
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（２）指導者養成等研修事業
○都道府県認定資格研修講師養成研修

（ア）事業内容

都道府県知事が行う研修（認定資格研修）の講師となる者を養成するため、放課後児童クラブに放課後児童支援員
として従事するために必要なアイデンティティ、役割及び育成支援の内容等の共通の理解とそれを実践する際の基本的

な考え方や心得を共通の認識として持ち、講師としての一定の資質及び水準を確保することを目的として、全国をブロッ

クに分けて本研修を実施する。

（イ）実施主体：国（民間団体に委託して実施）

子ども・子育て支援対策推進事業委託費（指導者養成研修）：
１．３億円の内数（１．３億円の内数）
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放課後児童支援員の勤続年数（通算勤続年数により算出）に併せて、支援員としてのレベル確保・
向上のための研修実績に応じた人件費の加算を行う。

事業所長（マネ
ジメント）的立場
にある放課後児
童支援員への加
算

経験等に応じ
た処遇改善

放課後児童支援員
基本的生活習慣の習得の援助、自立に向けた支

援、家庭と連携した生活支援等に必要な知識・技

能を習得するための認定資格研修を受講したもの

育成支援の内容の向上を担うため、

より専門性の高い研修を受講した勤

続年数５年以上の放課後児童支援員

事業所長（マネジメント）的

立場にある勤続年数10年以上の

放課後児童支援員

【放課後児童支援員認定資格研修の主な内容】

・放課後児童健全育成事業の理解

・子どもを理解するための基礎知識

・子どもの育成支援 ・保護者・学校・地域との連携・協力

・安全・安心への対応

※研修の実施主体：都道府県

【研修内容の例】

・いじめや虐待への対応

・発達障害児など配慮を必要とする

子どもへの支援

・安全指導と安全管理、危機管理

・遊びや製作活動、表現活動 など

現行、放課後児童クラブに対する補助は、「質の向上」の一環として、18:30を超えて開所している放課後児童クラブに対して
処遇改善の上乗せ補助がされている。今回、これに加えて、新たに上記の経験等に応じた処遇改善の補助を行う仕組みを導
入する。

年額12万５千円
（月額約１万円）

年額25万１千円
（月額約２万円）

年額37万７千円
（月額約３万円）

放課後児童支援員の経験等に応じた処遇改善のイメージ
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１

○ 子ども・子育て支援新制度において実施される小規模保育、家庭的保育、ファミリー・サポート・センター、一時
預かり、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点等の事業や家庭的な養育環境が必要とされる社会的養護に
ついては、子どもが健やかに成長できる環境や体制が確保されるよう、地域の実情やニーズに応じて、これらの
支援の担い手となる人材を確保することが必要。

○ このため、地域において保育や子育て支援等の仕事に関心を持ち、保育や子育て支援分野の各事業等に従

事することを希望する者に対し、多様な保育や子育て支援分野に関しての必要な知識や技能等を修得するため
の全国共通の研修制度を創設し、これらの支援の担い手となる「子育て支援員」の養成を図る。

○ 国で定めた「基本研修」及び「専門研修」を修了し、「子育て支援員研修修了
証書」（以下「修了証書」という。）の交付を受けたことにより、子育て支援員とし
て保育や子育て支援分野の各事業等に従事する上で必要な知識や技術等を
修得したと認められる者

○ 研修内容は各事業等に共通する「基本研修」と特性に応じた専門的内容を
学ぶ「専門研修」により構成され、質の確保を図る。

○ 研修修了者を「子育て支援員」として研修の実施主体が認定。全国で通用。

趣 旨

「子育て支援員」とは

「子育て支援員」研修について

小規模保育等の保育
分野や放課後児童クラ
ブ、社会的養護、地域
子育て支援 など子ど
も・子育て分野に従事

実施主体（都道府
県・市町村等）に

研修申込

研修受講

基本 専門

修了証書の
発行

子育て支援員
に認定

研修受講から認定までの流れ
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○ 放課後児童支援員の業務を補助員も全般にわたり基本的に担うという考え方を基本として、科目設定を考える。

○ 放課後児童支援員の認定資格研修の研修項目・科目を幅広く取り入れて、全体をコンパクトにして設定する。

○ 以前子育てをした、教育を受けた価値観にとらわれることなく支援者として関わっていただくことが重要であり、新たな子ども観や
子育て環境の変化などを理解してもらうような科目設定を考える。

○ 一般の方が主な対象となる子育て支援員の研修であるため、受講しやすさを考慮してハードルは高くせずに分かりやすい内容
の科目設定を考える。

○ 見学実習は、研修項目・科目の一つには設定しないが、他の科目の中で、ＤＶＤや写真等を活用して具体的な内容を伝えて
いく工夫を実施主体に促していく。

○ 実施主体は、原則として都道府県（都道府県が専門研修を実施する上で適当と認める市区町村、民間団体等に一部委託も
可）又は都道府県知事の指定した研修事業者とする。

専門研修（放課後児童コース）カリキュラムの設定等に当たっての基本的な考え方

子育て支援員専門研修（放課後児童コース）のカリキュラム
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都道府県認定資格研修【１６科目（２４時間）】

１．放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の理解

① 放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容
② 放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護
③ 子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ

２．子どもを理解するための基礎知識

④ 子どもの発達理解
⑤ 児童期（６歳～１２歳）の生活と発達
⑥ 障害のある子どもの理解
⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解

３．放課後児童クラブにおける子どもの育成支援

⑧ 放課後児童クラブに通う子どもの育成支援
⑨ 子どもの遊びの理解と支援
⑩ 障害のある子どもの育成支援

４．放課後児童クラブにおける保護者・学校・地域との連携・協力

⑪ 保護者との連携・協力と相談支援
⑫ 学校・地域との連携

５．放課後児童クラブにおける安全・安心への対応

⑬ 子どもの生活面における対応
⑭ 安全対策・緊急時対応

６．放課後児童支援員として求められる役割・機能

⑮ 放課後児童支援員の仕事内容

⑯ 放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守

１．放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の理解

① 放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容

② 放課後児童クラブにおける権利擁護とその機能・役割等

２．子どもを理解するための基礎知識

③ 子どもの発達理解と児童期（６歳～１２歳）の生活と発達

３．放課後児童クラブにおける子どもの育成支援

④ 子どもの生活と遊びの理解と支援

４．放課後児童クラブにおける安全・安心への対応

⑤ 子どもの生活面における対応等

５．放課後児童クラブに従事する者として求められる役割・機能

⑥ 放課後児童クラブに従事する者の仕事内容と職場倫理

専門研修（放課後児童コース）の項目・科目・時間数
【６科目（９時間）】

子育て支援員基本研修
【８科目（８時間）※１時間の演習科目を含む】

子育て支援員・基本研修及び専門研修
（放課後児童コース）修了

全科目【合計１４科目（１７時間）】を履修
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平成２９年度放課後児童支援員認定資格研修の実施状況

１ 研修の実施方法の状況
（都道府県数）

実施方法 平成29年度

都道府県で直接実施 2 (4.3%)

民間団体等に一部委託 45 (95.7%)

実施していない 0 (0%)

計 47 (100.0%)

注：( )内は、全都道府県数（47）に対する割合である。

委託先 平成29年度
NPO法人 16 (34.0%)

株式会社 11 (23.4%)

一般社団法人 3 (6.4%)

公益財団法人 4 (8.5%)

大学等 0 (0%)

社会福祉法人 3 (6.4%)

その他の団体等 8 (17.0%)

計 45 (100.0%)

注：( )内は、民間団体等に一部委託して実施している都道府県数（45）に対する割合である。

２ 研修の開催回数の状況
（都道府県数）

平成29年度

1回 3 (6.4%)

2回 9 (19.1%)

3回 10 (21.3%)

4回 10 (21.3%)

5回 4 (8.5%)

6回 1 (2.1%)

9回 1 (2.1%)

10回以上 9 (19.1%)

計 47 (100.0%)

注：( )内は、研修を実施している都道府県数（47）に対する割合である。

*平成29年度末現在の子育て支援課健全育成推進室調

３ 研修１回あたりの日数の状況

（都道府県数）

平成29年度

4日 32 (68.1%)

5日 3 (6.4%)

6日 5 (10.6%)

8日 7 (14.9%)

計 47 (100%)

注：( )内は、研修を実施している都道府県数（47）に対する割合である。
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（都道府県数）

平成29年度

100人未満 0 (0%)

おおむね100人程度 17 (36.2%)

～150人 20 (42.3%)

～200人 7 (14.9%)

～300人 3 (6.4%)

計 47 (100.0%)

注：( )内は、研修を実施している都道府県数（47）に対する割合である。

４ 研修１回あたりの定員数の状況

５ 研修を受講した人数の状況
（人）

平成27年度 15,412

平成28年度 23,547

平成29年度 26,131

累計 65,090

（人）

平成27年度 13,737

平成28年度 22,957

平成29年度 24,868

累計 61,562

６ 全科目修了した人数の状況

７ 研修開催月（開始月）
（都道府県数）

平成29年度

平成29年5月 4 (8.5%)

平成29年6月 12 (25.5%)

平成29年7月 2 (4.3%)

平成29年8月 4 (8.5%)

平成29年9月 17 (36.2%)

平成29年10月 6 (12.8%)

平成29年11月 2 (4.3%)

計 47 (100.0%)

注：( )内は、研修を実施している都道府県数（47）に対する割合である。

８ 受講者の選定方法の状況
（都道府県数）

平成29年度
市町村ごとに定員を設けている 27 (57.4%)
支援の単位ごとの定員を設けている 8 (17.0%)
優先順位を決めて選定した 8 (17.0%)
特に制限は定めなかった 4 (8.5%)

計 47 (100.0%)

注：( )内は、研修を実施している都道府県数（47）に対する割合である。
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「子ども・子育て支援新制度」に関する情報は内閣府のホームページへ

• http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html

• 内閣府子ども・子育て本部では Facebook、Twitter でも情報発信しています！

Facebook：https://www.facebook.com/sukusuku.japan
twitter：https://twitter.com/sukusuku_japan

• ホームページでは、例えばこんな資料を掲載しています。

・ 制度の概要

・ 「子ども・子育て支援新制度」なるほどBOOK
・ 子ども・子育て会議の資料・議事録・動画

・ 事業者向けFAQ
・ 自治体向け情報（説明会資料、自治体向けFAQなど）

・ フォーラム、シンポジウムなどのイベント情報

・ 地方版「子ども・子育て会議」の取組事例に関する報告書

など

内閣府 子ども・子育て支援新制度 検索
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